
全
-
け
久
局
、
。
ル

北

貌

第
二
十
九
巻

の

一一一
都
(
下
)

松

日

次

第
四
競

永

昭
和
四
十
六
年
三
月
護
行

雅

生

は
。
し
が
き

一
廷
尉
と
大
理

ニ
太
和
十
五
年
ま
で
の
北
貌
獄
官
の
推
移

三
三
都
獄
官
の
出
自
ハ
以
上
前
腕
〉

周
三
都
の
職
掌

五
三
都
の
慶
止
と
部
落
解
消

大

局か

す

四

ぴ

三
都
の
職
掌

-1-
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三
都
の
職
掌
に
検
討
を
加
え
る
に
嘗
っ
て
、
北
方
系
諸
族
の
決
獄
に
閲
す
る
賓
肢
を
北
貌
以
前
に
遡
っ
て
考
え
れ
ば
、
前
漢
番
勝
以
-
旬
奴
惇

第
六
'
-

四
上
択
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w
p

。

「略
J

各
有
分
地
、
逐
水
草
移
徒
、
而
左
右
賢
王
、
左
右
谷
議
最
大
圏
、
左
右
骨
者
伊
輔
政
(
中
)
歳
正
月
、
諸
長
小
禽
翠
子
庭
問
。
五
月
、
大

倉
龍
城
、
祭
其
先
天
地
鬼
神
。
秋
、
馬
肥
、
大
禽
蹄
林
、
課
校
人
畜
計
。
其
法
、
抜
刃
尺
者
死
、
坐
盗
者
浪
人
其
家
、
有
罪
小
者
乳
、
大

者
死
。
獄
久
者
不
満
十
日
、

一
園
之
囚
不
過
数
人
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
「
其
法
、
抜
刃
尺
者
死
、
坐
盗
者
浪
人
其
家
、
云
々
」
と
い
う
犯
行
と
そ
れ
に
劃
す
る
薩
罰
規
定
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
草
子
配
下
の
全
部
人
に
遁
用
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
犯
罪
に
劃
す
る
虚
罰
規
定
の
と
り
き
め
並
び
に
そ
れ
の
全
部
人
へ

の
停
遠
の
方
法
等
は
、
正
月
の
草
子
庭
洞
の
諸
長
小
禽
或
い
は
五
月
の
龍
城
大
禽
又
は
秋
の
蹄
林
大
曾
に
於
い
て
、
部
族
長
協
議
に
よ
っ
て
と

り
き
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
諸
部
長
禽
議
に
よ
っ
て
と
り
き
め
ら
れ
た
諸
規
定
は
、
各
部
長
に
よ
っ
て
配
下
部
人
に
停
達
せ
ら
れ
て
、
部
人
の
犯

行
が
設
生
す
る
と
各
部
長
は
部
長
自
身
の
権
限
に
お
い
て
規
定
通
り
に
刑
を
執
行
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は

「
而
左
右
賢
王、

左
右
谷
議
最
大
圏
」
と
あ
っ
て
、
「
園
」
と
は
各
部
族
毎
に
有
し
て

い
る

「
分
地
」
の
範
園
を
い
い
、
さ
ら
に

二
園
之
因
不
過
数
人
」
と
も
い

っ
て
各
分
地
す
な
わ
ち

「
園
」
の
囚
が
数
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
レ
る
の
は
、
獄
図
は
園
毎
に
繋
留
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

0

・も
ち
ろ
ん

こ
れ
ら
の
犯
行
に
劃
す
る
慮
罰
は
一
般
部
人
間
の
私
闘
構
盗
等
の
卒
常
的
犯
罪
で
あ
っ
て
、
反
逆
謀
叛
等

の
大
事
に
射
し
て
は
大
舎
に
於
い
て
そ
れ
へ
の
措
置
が
構
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
こ
後
漢
書
喬
一
烏
桓
鮮
卑
列
停
滞
八
烏
桓
に
お
い

v
，

二

O

(
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て
は

烏
桓
者
、
本
東
胡
也
(酔
)
、
有
勇
健
能
理
決
闘
訟
者
、
推
魚
大
人
、
無
世
業
相
纏。

召
呼
、
則
刻
木
魚
信
、
雄
無
文
字
、
而
部
衆
不
敢
違
犯
(酔
)、
其
約
法
、
遠
大
人
言
者
、
罪
至
死
。
若
相
賊
殺
者
、
令
部
落
自
相
報
、

止、

詣
大
人
告
之
、
聴
出
馬
牛
羊
以
膿
死
。
其
自
殺
父
兄
則
無
罪
、
若
亡
畔
潟
大
人
所
捕
者
、
邑
落
不
得
受
之
、
皆
徒
逐
於
礎
知
狂
之
地、

沙
漠
之
中
。

邑
落
各
有
小
帥
、
数
百
千
落
自
負
一
部
。
大
人
有
所不

と
あ
り
、
同
じ
く
鮮
卑
の
僚
に
は

鮮
卑
者
亦
東
胡
之
支
也
、
別
依
鮮
卑
山
、
故
因
競
鷲
。
其
言
語
習
俗
、
奥
烏
桓
問
、
唯
婚
姻
先
究一鎖
(肝
)。



と
あ
っ
て
、
烏
桓
と
同
じ
く
東
胡
の
一
分
涯
で
あ
る
鮮
卑
に
あ
っ
て
も
其
の
言
語
習
俗
は
烏
桓
と
同
様
で
あ
っ
た
と
記
し
て
、
特
に
鮮
卑
の
決

獄
に
閲
し
て
の
記
事
は
俸
え
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
貌
志
悌
三
烏
丸
鮮
卑
の
鮮
卑
に
つ
い
て
の
割
註
に

説
書
目
、
鮮
卑
亦
東
胡
之
徐
也
、
別
保
鮮
卑
山
、
因
披
君
。
其
言
語
習
俗
輿
烏
丸
岡
、
其
地
東
接
遼
水
、
西
嘗
西
城
(
酔
)
、

究
頭
飲
宴
云
々
。

嫁
女
緊
婦
、

と
あ
っ
て
殆
ん
ど
後
漢
書
鮮
卑
俸
と
同
様
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
競
志
烏
丸
俸
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

烏
丸
・
鮮
卑
、
卸
古
所
謂
東
胡
也
。
其
習
俗
前
事
撰
漢
記
者
、
己
録
而
載
之
、
一
不
々
。

と
記
し
、
そ
の
割
註
に

貌
書
目
、
烏
丸
者
東
胡
也
(
哨
)
、
常
推
募
勇
健
能
理
決
闘
訟
相
侵
犯
者
、
震
大
人
、
邑
落
各
有
小
帥
、
不
世
縫
也
。
数
百
千
落
自
魚
一

部
、
大
人
有
所
召
呼
、
刻
木
魚
信
、
邑
落
惇
行
、
無
文
字
、
市
部
衆
莫
敢
違
犯
(
酔
)
。
其
約
法
、
遠
大
人
言
死
、
盗
不
止
死
。
其
相
残
殺
、

令
部
落
自
相
報
、
相
報
不
止
、
詣
大
人
卒
之
、
有
罪
者
出
其
牛
羊
膿
死
命
、
乃
止
、
自
殺
其
父
兄
無
罪
。
其
亡
叛
矯
大
人
所
捕
者
、
諸
邑

-3-

落
不
肯
受
、
皆
逐
使
至
潅
狂
地
。

と
あ
る
。
説
志
に
は
宋
の
斐
松
之
が
註
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
回
目
頭
に
「
貌
書
日
」
と
-
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
烏
桓
(
丸
〉
の
決

疑
獄
事
に
闘
す
る
後
漢
書
の
記
事
と
競
志
の
註
記
と
を
比
較
す
る
と
、
大
同
小
異
で
は
あ
る
が
、
後
者
が
意
が
通
り
易
く
思
わ
れ
る
こ
と
及

び
、
後
漢
書
は
宋
の
沼
嘩
、
貌
志
は
晋
の
陳
蕎
の
撰
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
前
者
が
後
者
に
援
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
節
が
多
い
こ
と

等
の
貼
か
ら
、
親
志
の
斐
松
之
註
を
中
心
に
後
漢
書
記
事
で
補
い
つ
つ
考
読
を
加
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
鮮
卑
と
同
じ
く
東
胡
の
出
で
あ
っ

て
、
そ
の
言
語
習
俗
を
同
じ
く
し
た
と
い
う
烏
丸
の
犯
行
裁
定
に
つ
い
て
こ
こ
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
鮮
卑
に
も

適
用
で
き
る
こ
と
と
し
て
う
け
と
っ
て
よ
い
o

a烏
丸
に
あ
っ
て
は
部
族
大
人
の
地
位
は
世
襲
で
は
な
く
、
勇
健
に
し
て
闘
訟
侵
犯
を
よ
く
理
決

す
る
も
の
が
推
さ
れ
て
大
人
と
な
る
習
わ
し
で
あ
る
。
部
人
相
互
或
い
は
部
落
聞
の
非
法
に
慮
す
る
停
統
に
則
し
た
公
正
な
慮
置
が
、
部
大
人

か
れ
ら
の
祉
舎
で
は
約
法
の
巌
正
な
履
行
が
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示

299 

た
る
資
格
の
重
要
な
篠
件
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
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し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
を
具
備
し
た
大
人
が
烏
丸
の
全
部
衆
を
統
轄
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
部
は
「
数
百
平
落
自
矯
一
部
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
小
の
緊
落
車
位
「
落
」
と
、
敷
箇
の
落
の
集
合
鐙
「
邑
落
」
と
を
構
成
要
素
と
す
る
「
部
」
か
ら
な

@
 

り
、
部
に
は
部
帥
、
邑
落
に
は
小
帥
が
い
て
、
そ
の
統
轄
に
嘗
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
部
帥
・
小
帥
こ
そ
大
人
推
募
の
母
胎

で
、
約
法
決
定
に
は
旬
奴
に
お
け
る
龍
舎
の
よ
う
に
か
れ
ら
が
大
人
の
も
と
に
参
集
し
て
そ
の
協
議
に
参
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

有
所
召
呼
、
刻
木
魚
信
、
ロ
巴
落
博
行
」
と
は
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
決
定
さ
れ
た
約
法
は
従
う
べ
き
も
の
と
し
て
大
人
の
一
言

と
し
て
護
せ
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
遠
大
人
言
死
」
と
い
う
こ
と
が
約
法
遵
守
の
前
提
と
な
る
。
以
下
の
「
盗
不
止
死
、
其
相

「
大
人

残
殺
、
令
部
落
自
相
報
云
々
」
等
の
諸
規
定
は
部
人
及
び
邑
落
相
互
間
の
出
来
ご
と
に
劃
す
る
部
帥
に
よ
る
部
人
へ
の
慮
罰
規
定
で
あ
っ
て
、

購
盗
を
く
り
か
え
す
者
は
死
、
「
落
」
又
は
「
色
落
」
聞
に
於
け
る
殺
害
は
「
部
落
」
の
部
帥
に
よ
っ
て
被
害
者
側
に
報
復
さ
せ
、
も
し
報
復

後
、
被
報
復
者
側
が
報
復
を
企
て
る
等
し
て
報
復
が
次
か
ら
次
へ
と
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
始
め
て
大
人
に
上
申
し
て
裁

決
を
仰
ぎ
、
被
害
者
側
に
馬
牛
羊
を
加
害
者
側
か
ら
償
わ
せ
て
死
を
膿
わ
せ
、
以
後
、
争
い
の
再
燃
を
止
め
る
よ
う
大
人
が
命
ず
る
。
ま
た

叛
き
亡
、
げ
た
者
の
中
、
大
人
が
捕
え
た
者
(
大
規
模
な
謀
鍍
で
あ
ろ
う
)
は
邑
落
は
こ
れ
に
鯖
還
を
許
さ
ず
、
落
狂
之
地
沙
漠
の
中
に
放
逐
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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以
上
、
旬
奴
烏
桓
及
び
鮮
卑
等
の
北
方
遊
牧
祉
禽
に
於
け
る
北
貌
以
前
の
決
獄
に
封
ず
る
習
俗
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
約
法
の
制
定
並
び

に
俸
行
は
、
草
子
又
は
大
人
主
宰
下
に
部
帥
等
の
部
落
首
長
が
参
曾
し
て
と
り
き
め
を
行
い
こ
れ
を
部
落
に
も
ち
諦
っ
て
配
下
部
衆
に
博
行
す

る
。
法
の
執
行
は
、
そ
の
大
部
分
が
部
落
内
に
於
い
て
そ
の
首
長
を
中
心
と
し
て
寅
施
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
殺
害
事
件
で
あ
っ
て
も
部
落
内

(
又
は
部
落
間
)
で
報
復
さ
せ
て
解
決
す
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
も
し
事
件
が
紛
糾
又
は
大
規
模
化
し
て
牧
拾
困
難
に
陥
っ
た
場
合
に
限
り
、

最
高
樺
力
者
で
あ
る
部
大
人
(
又
は
草
子
)
に
慮
置
を
仰
ぐ
と
い
う
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
約
法
の
制
定

は
全
部
族
的
に
な
さ
れ
て
こ
れ
の
個
々
の
事
件
に
劃
す
る
遁
用
執
行
は
部
落
首
長
の
擢
限
に
よ
っ
て
そ
の
大
部
分
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い

え
る
。



北
貌
の
決
獄
に
闘
す
る
記
事
主
、
親
書
昌
也
一
志
第
一
刑
罰
志
七
に

t

一
一
六
O

競
初
、
躍
俗
純
朴
、
刑
禁
疎
筒
、
宣
帝
南
選
、
復
置
四
部
大
人
、
坐
王
庭
、
決
酔
訟
、
以
言
語
約
束
、
刻
契
記
事
。
無
回
国
考
訊
之
法
、

諸
犯
罪
者
、
皆
臨
時
決
遣
。

と
あ
っ
て
、

「
大
津
方
千
絵
里
」
の
地
に
南
遷
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
宣
皇
帝
推
寅
の
代
に
「
刑
禁
疎
筒
」
で
あ

っ
た
従
前
の
習
俗
を

「
復
置
四

部
大
人
、
坐
王
庭
、
決
酔
訟
、
以
言
語
約
束
、
刻
契
記
事
」
と
い
う
様
式
に
形
を
整
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
述
の
遊
牧
民
族
の
決
獄

の
習
俗
に
徴
す
れ
ば
前
漢
書
旬
奴
俸
の
「
歳
正
月
、
諸
長
小
禽
草
子
庭
洞
、
五
月
、
大
禽
龍
城
、
云
々
」
或
い
は
、
親
志
烏
丸
俸
の
「
大
人
有
所

召
呼
、
刻
木
信
用
信
、
邑
落
俸
行
」
等
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
高
権
力
者
の
召
呼
に
醸
じ
て
、
各
部
族
の
首
長
が
参
曾
し
て
、
犯
行
の

慮
刑
に
劃
す
る
法
の
決
定
方
式
会
」
、
簡
単
明
瞭
な
法
の
内
容
を
窺
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
文
の
「
無
園
田
考
訊
之
法
、
諸
犯
罪
者
、
皆
臨

時
決
遣
」
も
旬
奴
俸
の
「
獄
久
者
不
満
十
日
、
一
園
之
囚
不
過
数
人
。
云
々
、
其
相
残
殺
、
令
部
落
相
報
、
相
報
不
止
、
詣
大
人
卒
之
、
云
々
」

或
い
は
烏
丸
俸
の
「
其
約
法
、
遠
大
人
言
死
、
盗
不
止
死
、
云
々
」
に
封
臆
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
の
執
行
方
式
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る

」
の
段
は
王
庭
に
於
け
る
園
王
大
人
の
穂
集
曾
に
よ
っ
て
と
り
き
め
ら
れ
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し
た
が

っ
て
旬
奴
俸
烏
丸
俸
に
於
い
て
考
設
し
た
よ
う
に
、

た
、
全
部
族
共
通
の
約
法
が
、
各
部
大
入
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
人
に
適
用
さ
れ
る
様
式
を
停
え
た
も
の
で
、
そ
の
遁
用
に
嘗

つ
て
は
部
大

人
の
剣
断
が
強
行
せ
ら
れ
て
即
決
せ
ら
れ
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
「
無
国
国
考
訊
之
法
、
諸
犯
罪
者
、
皆
臨
時
決
遣
」
と
な

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
王
庭
に
お
い
て
と
り
き
め
ら
れ
た
約
法
が
、
各
部
大
人
に
よ
っ
て
そ
の
配
下
部
衆
に
適
用
さ
れ
る
と
は
い
っ

て
も
、
部
大
人
段
階
で
は
結
末
を
つ
け
難
い
事
件
の
量
生
も
あ
り
得
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
の
こ
と
も
含
め
て
こ
こ
で
は
「
坐
王
庭
、

決
節
訟
」
と
記
し
て
最
高
権
力
者
の
決
裁
を
仰
ぐ
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
考
設
に
よ
っ
て
旬
奴
烏
丸
及
び
拓
政
王
朝
を
含
む
鮮
卑
等
の
北
人
系
部
族
園
家
に
於
け
る
、
犯
罪
行
震
に
針
す
る
法
の
制
定
は
、
園

王
の
召
集
に
よ
る
部
族
首
帥
の
舎
合
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
犯
罪
者
の
慮
罰
す
な
わ
ち
刑
の
執
行
は
こ
の
よ
う
に
し
て
制
定
さ
れ
た
法
に

よ
っ
て
各
部
族
毎
に
部
族
首
帥
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
及
び
刑
の
執
行
が
部
落
段
階
で
結
末
を
つ
け
難
い
事
案
に
劃
し
て
は
園
王
の
裁
決
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を
仰
ぐ
と
い
う
、
法
並
び
に
裁
判
の
習
俗
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
犯
罪
者
の
慮
罰
に
劃
す
る
部
族
首
師
の
配
下
部

衆
に
劃
す
る
裁
判
権
は
日
常
的
・
直
接
的
で
あ
っ
て
非
常
に
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
法
の
決
定
に
も
法
の
部
衆
へ
の
遁
用
に
も
、

多
く
の
場
合
犯
罪
者
を
園
王
裁
決
に
も
ち
こ
む
こ
と
す
ら
も
部
族
首
師
の
裁
量
が
強
く
働
い
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
る
に
翠
君
主
志
場
一

刑
罰
七
に
は
上
記
宣
帝
の
記
事
に
績
い
て

躍
帝
時
、
劉
聡
・
石
動
傾
覆
菅
室
、
帝
将
卒
其
観
、
乃
峻
刑
法
、
毎
以
軍
令
従
事
、
民
乗
寛
政
、
多
以
遠
命
。
得
罪
、
死
者
以
寓
計
。
於

@
 

是
園
落
騒
骸
、
卒
文
承
業
、
緩
集
離
散
。

と
あ
り
、
説
書
4
帝
紀
一
序
紀
、
穆
皇
帝
八
年
の
僚
に
は

菅
撃
事
帯
魚
代
王
(
酔
)
。
帝
念
聡
勤
之
観
、
志
欲
卒
之
。
先
是
園
俗
寛
筒
、
民
未
知
禁
、
至
是
明
刑
峻
法
、
諸
部
民
多
以
遠
命
得
罪
、

凡
後
期
者
皆
掌
部
裁
之
、
或
有
室
家
相
場
而
赴
死
所
、
人
間
何
之
、
答
日
、
嘗
往
就
誌
、
其
威
巌
伏
物
、
皆
此
類
也
。

と
あ
る
。
統
治
の
六
年
に
は
盛
業
を
築
き
故
卒
城
を
筒
復
し
て
北
都
南
都
と
し
、
昭
皇
帝
旅
官
が
園
を
分
け
て
三
部
と
な
し
て
い
た
の
を
、
自

ら
三
部
を
組
擾
し
て
一
統
と
な
し
た
程
の
英
傑
、
穆
帝
滑
車
が
、
劉
聡
・
石
勤
等
に
よ
っ
て
ま
き
起
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
五
胡
の
乱
世
を
鎮
め
よ

う
と
し
て
、
ま
ず
配
下
の
綱
紀
を
巌
正
に
立
て
直
そ
う
と
し
た
。
然
る
に
部
入
社
曾
で
は
「
園
俗
寛
筒
、
民
未
知
禁
」
或
い
は
「
民
乗
寛
政
」

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
禁
が
非
常
に
ゆ
る
や
か
で
あ
っ
て
部
衆
は
法
禁
が
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
ぬ
献
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
昆
す
る
穆

帝
は
「
毎
以
軍
令
従
事
」
「
明
刑
峻
法
」
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
諸
部
の
民
は
遺
命
を
以
て
罪
を
得
、
部
落
を
あ
げ
て
殺
裁
せ
ら
れ
、
室
家
相

携
え
て
死
所
に
赴
く
と
い
う
ほ
ど
で
、
死
者
蔦
計
に
達
す
る
と
い
う
献
態
と
な
っ
た
。
た
め
に
園
(
園
人
す
な
わ
ち
拓
政
王
室
配
下
〉
落
(
最

少
単
位
の
部
人
莱
落
〉
が
騒
然
と
な
っ
た
と
俸
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
穆
帝
が
と
っ
た
「
毎
以
箪
令
従
事
」
と
か
「
明
刑
峻
法
」
等
と
い
う
部
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人
圏
人
に
劃
す
る
巌
正
な
慮
置
の
根
擦
と
な
る
法
の
制
定
、
及
び
こ
の
法
の
部
人
園
人
へ
の
遁
用
に
は
、
俸
統
的
に
履
行
せ
ら
れ
て
き
た
部
大

人
参
集
に
よ
る
法
の
制
定
、
部
人
に
劃
す
る
部
大
人
に
よ
る
法
の
適
用
と
い
う
こ
と
が
顧
み
ら
れ
ず
、
専
制
君
主
的
法
の
制
定
と
そ
れ
の
執
行

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
刑
罰
志
の
「
毎
以
軍
令
従
事
」
は
法
の
制
定
に
於
け
る
穆
帝
の
濁
断
的
態
度
を
一
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
帝
紀



の
「
先
是
園
俗
寛
筒
、
民
未
知
禁
」
は
法
の
博
達
及
び
刑
の
執
行
に
於
け
る
従
前
か
ら
の
部
大
人
一
任
の
慣
行
の
無
視
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
穆
帝
の
こ
の
よ
う
な
態
度
及
び
慮
置
に
劃
し
て
「
園
落
騒
骸
」
と
い
う
部
入
社
舎
の
騒
然
た
る
朕
況
が
現
出
し
、
た
め
に
穆
帝
は
招
き
に

雁
じ
な
か
っ
た
六
僑
と
の
戦
い
に
敗
れ
て
「
乃
徴
服
民
間
、
途
崩
」
ず
と
い
う
最
期
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
+
杢
木
尾
の
「
卒
文
承
業
、

緩
集
離
散
」
は
穆
帝
の
専
制
君
主
的
な
法
の
制
定
と
執
行
に
「
園
落
騒
鞍
L

し
、
部
落
が
離
散
し
て
い
た
の
を
次
の
卒
文
皇
帝
欝
律
が
停
統
に

従
っ
た
法
の
制
定
と
刑
の
執
行
を
し
て
部
人
の
心
を
得
、
離
散
し
て
い
た
部
衆
を
集
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
卒
文
皇
帝
が
部
人
の

心
を
つ
か
ん
で
い
た
こ
と
は
帝
紀
卒
文
皇
帝
五
年
の
「
帝
塗
崩
、
大
人
死
者
数
十
人
」
と
の
、
殉
死
の
大
人
敷
十
人
に
及
ん
だ
こ
と
か
ら
も
察

せ
ら
れ
よ
う
。
績
じ
い
て
親
書
刑
罰
志
に
は
建
園
二

Q
S
)
年
の
記
事
と
し
て

@
 

昭
成
建
園
二
年
、
嘗
死
者
、
聴
其
家
献
金
馬
以
瞬
、
犯
大
逆
者
、
親
族
男
女
無
少
長
皆
斬
、
男
女
不
以
躍
交
、
皆
死
、
民
相
殺
者
、
聴
輿

@
 

一
備
五
、
私
則
備
十
、
法
令
明
白
、
百
姓
曇
然
。

死
家
馬
牛
四
十
九
頭
及
葬
迭
器
物
以
卒
之
、
無
繋
訊
連
逮
之
坐
、
盗
官
物
、

一 ，7-

と
あ
っ
て
、
穆
帝
の
軍
令
を
以
て
事
に
従
う
と
い
う
刑
死
の
多
い
峻
法
に
劃
し
て
、
こ
こ
で
は
刑
の
寛
大
さ
が
自
に
つ
く
と
同
時
に
、
法
の
内

容
が
前
代
以
来
の
北
方
部
族
の
そ
れ
と
類
似
の
も
の
の
多
い
こ
と
が
注
意
を
ひ
く
。
す
な
わ
ち
「
首
死
者
、
聴
其
家
献
金
馬
以
購
」
は
競
志
烏

桓
俸
の
「
有
罪
者
出
牛
羊
以
膿
死
」
に
類
似
し
、
北
貌
が
金
馬
を
以
て
死
を
贈
す
る
の
に
貌
書
で
は
牛
羊
を
以
て
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ

こ
で
は
「
民
相
殺
者
、
聴
輿
死
家
馬
牛
四
十
九
頭
及
迭
葬
器
物
以
卒
之
」
が
後
漢
書
烏
桓
停
で
は
「
若
相
賊
殺
者
、
令
部
落
相
報
、
云
々
、
聴
出

馬
牛
羊
以
購
死
」
と
あ

っ
て
、
北
説
が
被
殺
害
者
の
家
に
、
馬
牛
四
十
九
頭
と
迭
葬
器
物
を
輿
与
え
る
の
に
劉
し
、
前
代
で
は
馬
牛
羊
を
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
と
も
に
加
害
者
と
し
て
の
罪
は
ゆ
る
さ
れ
る
。
但
し
後
者
は
「
不
止
、
詣
大
人
告
之
」
げ
て
、
部
落
で
は
結
末
を
つ
け
得
ぬ
段

階
に
ま
で
も
つ
れ
た
事
件
に
劃
す
る
大
人
の
慮
置
の
規
定
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
封
し
、
前
者
に
は
そ
の
篠
件
は
示
さ
れ
ず
「
聴
興
死
家

馬
牛
云
々
、
以
卒
之
」
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
匪
縮
す
れ
ば
「
聴
以
卒
之
」
で
あ
り
、
「
卒
」
に
す
る
す
な
わ
ち
「
罪
を
許
す
篠
件
を
輿
え

る
」
こ
と
を
「
聴
す
」
も
の
は
昭
成
帝
で
あ
っ
て
も
「
卒
」
に
す
る
も
の
は
昭
成
帝
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
部
落
大
人
の

部
衆
の
殺
人
事
件
に
劃
す
る
慮
置
規
定
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
損
罪
の
貫
質
は
類
似
し
て
い
る
が
取
り
扱
い
の
形
式
は
異
る
と
い
う
べ
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き
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
こ
に
い
う
「
無
繋
訊
」
は
北
貌
宜
帝
時
代
の
「
無
国
国
考
訊
之
法
、
諸
犯
罪
者
、
皆
臨
時
決
遣
」
と
殆
ん
ど
同
一
内
容
と

み
て
よ
く
、
共
に
考
訊
の
こ
と
が
な
く
犯
行
を
み
て
即
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
繋
獄
固
国
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
即
決
裁
判
の
可
能
な
傑
件
と
し
て
、
部
大
人
の
部
衆
に
劃
す
る
部
族
裁
剣
を
諜
想
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ

の
「
無
繋
訊
」
は
遠
く
は
旬
奴
の
「
獄
久
者
不
満
十
日
、

簡
略
化
し
た
も
の
と
も
み
ら
れ
る
。

一
園
之
因
不
過
数
人
」
と
い
う
繋
獄
期
間
の
短
く
獄
囚
の
少
な
か
っ
た
こ
と
を
更
に

以
上
の
よ
う
に
昭
成
皇
帝
什
翼
健
の
決
疑
獄
事
の
内
容
は
北
方
遊
牧
祉
曾
の
そ
れ
と
類
似
の
も
の
が
多
く
、
法
の
執
行
も
「
聴
興
死
家
馬
牛

四
十
九
頭
及
迭
葬
器
物
以
卒
之
」
及
び
「
無
繋
訊
」
に
よ
っ
て
推
考
し
た
よ
う
に
、
前
代
と
同
じ
く
そ
の
多
く
の
部
分
が
部
大
人
を
中
心
に
部

族
裁
剣
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
慮
置
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
法
制
定
も
恐
ら
く
王
庭
に
於
け
る
部
大
人
集
舎
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
方
式

が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
唯
、
昭
成
の
制
定
に
係
わ
る
法
の
う
ち
「
男
女
不
以
躍
交
、
皆
死
」
と
「
盗
官
物
、
一
備
五
、
私
(
物
〉
則

備
十
」
と
の
こ
法
に
つ
い
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
前
代
で
は
全
く
例
を
み
な
い
が
、
こ
れ
は
以
後
北
親
王
朝
下
に
あ
っ
て
種
族
・
姓
族
の
純
粋

@
 

性
保
持
と
い
う
貼
か
ら
再
三
に
わ
た
り
卑
類
と
の
婚
姻
禁
止
を
命
じ
て
い
る
こ
と
と
考
え
併
せ
る
と
き
、
北
方
と
は
い
え
、
漢
人
並
び
に
諸
多

①

，

 

の
部
族
も
多
く
居
住
す
る
地
域
に
準
出
し
よ
う
と
し
て
糞
都
に
闘
し
諸
大
人
と
協
議
を
重
ね
て
い
る
建
園
二
年
嘗
時
の
こ
と
と
し
て
は
嘗
然
の

措
置
と
い
え
る
。
後
者
の
「
盗
官
物
、
一
備
五
、
私
則
備
十
」
に
類
す
る
も
の
を
し
い
て
前
代
に
求
む
れ
ば
、
旬
奴
の
「
坐
盗
者
浪
人
其
家
、
烏

丸
俸
の
「
盗
不
止
死
」
が
こ
れ
に
嘗
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
旬
奴
俸
に
し
て
も
烏
丸
俸
に
し
て
も
盗
に
劃
し
て
は
巌
罰
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
の

に
比
し
て
昭
成
の
法
で
は
賠
償
に
よ
る
損
罪
が
本
則
で
あ
っ
て
、
前
二
者
よ
り
盗
に
劃
す
る
慮
罰
の
ゆ
る
や
か
さ
が
感
得
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は

-8~ 

一
に
は
中
園
準
出
を
企
て
て
い
る
拓
政
氏
が
鮮
卑
族
人
の
人
命
を
重
現
し
た
と
い
う
政
策
土
の
問
題
も
漕
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
に
は

烏
丸
俸
に
み
る
「
盗
不
止
死
」
と
い
う
よ
う
な
規
定
を
諸
部
大
人
が
そ
の
部
衆
に
適
用
し
た
経
験
か
ら
掃
納
せ
ら
れ
た
法
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
盗
と
い
う
犯
行
は
な
さ
れ
て
も
死
に
至
ら
ぬ
場
合
が
多
く
あ
り
得
た
筈
で
あ
る
。
死
に
至
ら
ぬ
盗
は

加
害
者
に
よ
る
排
償
に
よ
っ
て
事
は
落
着
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
昭
成
・
建
園
二
年
の
法
決
定
に
於
け
る
諸
部
大
人
の
集



舎
に
よ
っ
て
「
盗
官
物
、
一
備
五
、
私
則
備
十
」
と
い
う
、
部
族
裁
剣
に
於
け
る
即
決
主
義
の
具
韓
的
法
規
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

う
。
唯
、
官
物
一
を
盗
め
ば
そ
の
五
倍
を
、
私
物
一
を
盗
め
ば
そ
の
十
倍
を
排
償
さ
せ
る
と
い
う
、
同
一
犯
で
あ
る
矯
盗
に
私
物
を
盗
ん
だ
場
・

合
は
官
物
を
盗
ん
だ
場
合
の
二
倍
の
耕
償
を
命
ず
る
こ
と
の
理
由
が
剣
明
し
か
ね
る
が
、
遊
牧
枇
舎
に
あ
っ
て
は
官
物
よ
り
は
私
物
の
嬬
盗
は

容
易
に
な
し
得
る
賦
況
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
私
物
の
矯
盗
に
は
私
闘
が
涯
生
し
て
部
族
内
圏
結
を
妨
害
す
る
こ
と
等
を
慮
つ
て
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
断
定
の
限
り
で
は
な
い
。

'貌
書
刑
罰
志
に
は
、
績
い
て
中
原
を
卒
定
し
て
北
親
王
朝
の
基
礎
を
固
め
た
太
組
・
太
宗
の
刑
罰
規
定
制
定
の
事
績
を
記
し
、
太
租
に
つ
い

て
は
「
太
租
幼
遭
難
難
、
云
々
、
患
前
代
刑
網
峻
密
、
乃
命
三
公
郎
王
徳
、
除
其
法
之
酷
切
於
民
者
、
約
定
科
令
、
大
崇
簡
易
」
と
述
べ
て
、

唯
、
太
租
が
前
代
以
来
の
刑
網
峻
密
な
の
を
、
三
公
郎
の
王
徳
に
命
じ
て
民
に
酷
切
な
部
分
を
除
き
和
げ
て
簡
易
を
崇
ん
だ
と
い
い
、
太
宗
に

@
 

闘
し
て
は
「
太
宗
即
位
、
修
康
官
、
幽
民
隠
、
命
南
卒
公
長
孫
嵩
・
北
新
侯
安
問
、
封
理
民
訟
」
と
停
え
て
、
太
宗
は
南
卒
公
の
長
孫
嵩
と
北
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新
侯
の
安
同
に
命
じ
て
民
訟
を
封
理
せ
し
め
た
と
あ
る
。
貌
書
強
一
一
列
俸
調
一
長
孫
嵩
及
び
同
書
列
忠
明
一
安
同
に
よ
っ
て
検
す
れ
ば
長
孫
嵩

は
代
人
、
安
同
は
東
胡
人
で
あ
る
が
と
も
に
建
園
以
前
か
ら
の
功
臣
で
あ
っ
て
、
嵩
俸
に
は
「
太
宗
即
位
、
興
山
陽
公
案
斤
・
北
新
侯
安
同
・

白
馬
公
崖
宏
等
八
人
、
坐
止
車
門
右
、
聴
理
高
機
、
故
世
競
入
公
」
と
あ
り
、
崇
と
同
の
二
人
は
入
公
の
中
の
商
人
と
し
て
蔦
機
を
聴
理
す
る
程

の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
安
同
俸
に
は
「
太
宗
即
位
、
命
同
輿
南
卒
公
長
孫
嵩
、
並
理
民
訟
、
叉
詔
興
肥
如
侯
賀
護
、
持
節

循
察
弁
定
二
州
及
諸
山
居
雑
胡
丁
零
(
中
略
)
糾
奉
守
宰
不
法
、
同
至
弁
州
、
表
目
、
云
々
」
と
あ
っ
て
前
文
で
は
安
同
が
長
孫
嵩
と
共
に
民
訟

を
理
め
た
と
し
て
刑
罰
志
と
同
じ
こ
と
を
停
え
て
い
る
が
、
後
文
で
は
か
れ
が
弁
定
二
州
な
ど
を
循
察
し
て
守
宰
の
不
法
な
も
の
を
糾
奉
し
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
以
上
、
長
孫
嵩
・
安
同
の
停
か
ら
察
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

か
れ
ら
は
と
も
に
太
租
・
太
宗
の
重
臣
と
し
て
活
躍
し
た
も

部
大
人
と
し
て
の
地
位
に
よ
っ
て
は
職
任
を
帯
び
た
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
刑
罰
志
の
「
太
宗
即

位
、
修
康
官
、
価
民
憶
、
云
々
、
封
理
民
訟
」
に
於
け
る
「
民
」
は
、
新
附
の
民
で
あ
る
漢
人
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
長
孫
嵩
・
安
同
の

商
人
は
中
園
的
専
制
君
主
太
宗
の
も
と
に
あ
っ
て
表
面
上
は
全
支
配
民
(
主
に
漢
人
〉
の
民
訟
を
封
理
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に

の
で
あ
っ
て
、
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は
民
訟
に
よ
っ
て
地
方
官
の
非
違
を
糾
察
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
の
系
統
の
獄
官
が
遅
く
と
も
世
租
即
位
時
に
於
い
て
は

廷
尉
と
な
っ
て
形
を
整
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
園
的
事
制
君
主
下
の
獄
官
す
な
わ
ち
後
の
廷
尉
系
獄
官
に
護
展
す
る
獄
官
が
太
組
下
で
は
三

公
郎
・
主
徳
で
あ
り
太
宗
下
で
は
長
孫
嵩
・
安
同
等
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
系
統
の
獄
官
に
劃
し
て
、
太
租
は
封
隷
を
黄
門
侍
郎
・

都
坐
大
官
に
任
じ
、
繍
い
て
太
宗
も
同
人
を
都
座
大
官
に
徴
用
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
而
し
て
前
述
の
よ
う
に
都
坐
大
官
は
三
都
の
母

胎
で
あ
り
、
三
都
が
北
人
専
管
の
獄
官
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
太
極
は
そ
の
祖
父
で
あ
る
昭
成
帝
の
北
人
に
停
わ
る
部
族
裁
判
の
惇
統
、
す
な
わ

ち
旬
奴
以
来
烏
丸
鮮
卑
に
ひ
き
つ
が
れ
た
諸
部
大
人
の
集
舎
に
よ
る
法
の
制
定
と
、
こ
の
法
に
よ
る
諸
部
毎
の
部
衆
に
射
す
る
部
族
裁
剣
執
行

の
習
俗
を
継
承
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
中
園
的
専
制
君
主
と
し
て
、
廷
尉
系
獄
官
の
任
用
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
者
、
す
な
わ

ち
部
族
大
人
統
轄
者
と
し
て
の
太
組
の
司
法
運
営
の
一
端
が
封
蕗
の
都
坐
大
官
任
命
と
し
て
露
呈
し
、
後
者
、
す
な
わ
ち
北
貌
・
専
制
君
主
と

し
て
の
太
組
の
司
法
運
営
が
三
公
郎
の
王
徳
に
法
の
「
約
定
科
令
」
を
命
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
太
租
太
宗

の
聞
は
、
皇
帝
は
北
人
に
射
し
て
は
部
大
人
の
統
轄
者
と
し
て
の
俸
統
に
従
い
つ
つ
、
各
部
衆
の
裁
剣
は
嘗
該
部
大
人
に
殆
ん
ど
一
任
し
、
こ

と
重
大
で
あ
る
か
又
は
部
大
人
の
一
存
を
以
て
は
決
し
か
ね
る
事
案
に
限
っ
て
、
「
謀
初
躍
俗
純
朴
」
の
と
き
、
宣
帝
が
「
置
四
部
大
人
、
坐
王

庭
、
決
僻
訟
」
し
て
い
た
例
に
な
ら
っ
て
王
庭
裁
剣
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
王
庭
裁
判
に
於
け
る
出
廷
者
は
嘗
該
事
件
の
直
接

関
係
部
人
及
び
そ
の
部
大
人
と
皇
帝
並
び
に
皇
帝
裁
決
の
諮
問
に
腰
、
ず
る
も
の
が
主
だ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
太
組
及
び
太
宗
初
期
は
封
麓
が
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皇
帝
裁
決
に
嘗
つ
て
の
諮
問
官
と
し
て
都
坐
大
官
の
地
位
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
太
粗
か
ら
太
宗
治
世
初
期
に
於
け
る
北
人

酔
訟
の
皇
帝
裁
剣
に
劃
す
る
諮
問
機
関
た
る
都
坐
大
官
は
太
宗
治
世
中
に
は
中
都
大
官
・
外
都
大
官
・
内
都
大
官
の
三
都
制
に
分
立
整
備
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
太
宗
時
代
に
倫
安
公
・
素
が
外
都
大
官
と
な
っ
て
い
る
こ
と
或
い
は
こ
の
時
代
と
思
わ
れ
る
時
期
に
張
度

が
中
都
大
官
と
な
り
、
さ
ら
に
世
租
初
期
に
素
が
内
都
大
官
を
拝
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
太
宗
治
世
中
に
於
け
る
三
都
の
分
立

整
備
は
、
太
宗
初
期
ま
で
は
北
人
僻
訟
の
多
く
は
部
族
内
に
於
け
る
部
大
人
の
裁
剣
に
一
任
し
て
皇
帝
裁
判
を
仰
ぐ
機
舎
が
稀
で
あ
っ
た
の
に

劉
し
、
拓
政
王
朝
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
と
共
に
、
北
人
漢
人
の
そ
れ
ぞ
れ
を
専
掌
す
る
裁
剣
制
度
、
が
整
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
中
都
大



官
・
内
都
大
官
・
外
都
大
官
の
い
わ
ゆ
る
三
都
の
職
掌
は
も
ち
ろ
ん
北
人
裁
判
に
於
け
る
皇
帝
裁
決
に
濁
す
る
諮
問
に
答
え
得
る
だ
け
の
、
犯

行
に
つ
い
て
の
事
寅
審
査
を
な
し
、
律
に
照
し
て
罰
則
の
遁
用
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
中
都
・
内
都
・
外
都
大
官
は
主
と
し
て
そ
の
慮
管
匡
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域
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
都
は
京
畿
内
の
王
室
直
轄
の
四
郡
を
初
め
北
親
王
朝
の
基
礎
を
築
い
た
建
園
以
前
か
ら
の
京
城
周
遁
の
開

園
部
族
、
内
都
は
京
官
を
中
心
と
し
た
北
人
、
外
都
は
畿
内
周
塗
の
入
部
(
後
に
は
六
部
と
な
り
さ
ら
に
三
部
と
な
る
〉
大
人
管
下
の
部
族
及

び
諸
他
の
族
部
(
領
民
酋
長
管
下
部
人
も
こ
れ
に
含
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
〉
の
酔
訟
を
主
と
し
て
管
掌
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
三
都
と
し

親
書
倉
一
意
第
一
刑

一
一
」
ハ

て
の
最
終
判
定
は
こ
れ
ら
三
都
大
官
全
員
の
合
議
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
闘
し
て
、

罰
七
に

⑩
 

世
組
即
位
、
以
刑
禁
重
、
紳
鹿
中
、
詔
司
徒
崖
浩
、
定
律
令
、

除
五
歳
四
歳
刑
、
増
一
年
刑
、
分
大
辞
矯
二
科
、
死
斬
、
死
入
絞
、
大
逆

@
 

不
遁
腰
斬
、
読
其
同
籍
、
年
十
四
日
下
腐
刑
、
女
子
涯
一
腕
官
(
酔
)
、
嘗
刑
者
噴
、
貧
則
加
鞭
二
百
。
畿
内
民
、
富
者
焼
炭
於
山
、
貧
者
役

於
園
調
、
女
子
入
春
藁
、
其
癌
疾
不
逮
子
人
、
守
苑
圏
、
王
官
階
九
品
、
得
以
官
爵
除
刑
、
婦
人
賞
刑
而
字
、
産
後
百
日
乃
決
、
年
十
四

@

⑬

⑬
 

己
下
、

降
刑
之
半
、

八
十
及
九
歳
、
非
殺
入
不
坐
、
拷
訊
不
険
四
十
九
。
論
刑
者
、

部
主
具
献
、
公
車
鞠
齢
、
市
三
都
決
之
。
嘗
死
者
、
部

⑮

⑮

⑪
 

案
奏
聞
、
以
死
不
可
復
生
、
曜
監
官
不
能
卒
、
獄
成
皆
星
、
帝
親
臨
問
、
無
異
僻
怨
言
、
乃
絶
之
。
諸
州
園
之
大
降
、
皆
先
謝
報
、
乃
施

⑬
 

行
、
闘
左
懸
登
聞
鼓
、
人
有
窮
寛
、
則
樋
鼓
、
公
車
上
奏
其
表
。

-11ー

と
あ
る
。
世
組
紀
に
よ
る
と
刑
禁
重
き
を
以
て
司
徒
・
雀
浩
に
律
令
改
訂
を
命
じ
て
、
施
行
し
た
の
は
神
鹿
四
(
色
。
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
の
即
位
か
ら
八
年
目
、
盛
ん
に
西
征
を
強
行
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
期
に
於
い
て
刑
禁
重
き
を
以
て
律
令
に
改
訂
を
加
え
た

こ
と
は
、
出
征
の
北
人
絡
土
に
劃
す
る
刑
を
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
従
来
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
北
人
へ
の
律
と
漢
人
へ
の
律
す
な
わ
ち
前
者
の
三
都
裁
判
と
後
者
の
廷
尉
裁
剣
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
援
り
ど
こ
ろ
を
裁
然
と
区
分

し
て
明
文
化
し
た
原
因
で
も
あ
ろ
う
。
い
ま
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
北
人
の
裁
剣
を
み
れ
ば
「
畿
内
民
」
が
贋
く
北
人
を
き
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
以
下
「
無
異
齢
怨
言
、
乃
絶
之
・
一
ま
で
が
そ
れ
を
示
し
た
も
の
と
見
得
る
。
し
た
が
っ
て
「
畿
内
民
」
の
前
の
部
分
す
な
わ
ち
「
除
五
歳
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四
歳
刑
」
か
ら
「
貧
則
加
鞭
二
百
」
ま
で
と
、

「
乃
絶
之
」
の
後
の
部
分
す
な
わ
ち
「
諸
州
圏
之
大
野
」
以
下
は
漢
人
に
適
用
さ
れ
る
律
の
規

定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
刑
罰
志
の
「
諸
州
園
之
大
勝
」
は
遁
典
の
記
事
に
よ
っ
て
「
諸
州
囚
之
大
野
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
「
諸
州
」
は
漠
入
居
住
地
の
「
州
郡
」
を
示
す
が
「
園
」
は
北
人
の
部
族
居
住
地
と
し
て
の
闘
で
あ
る
か
ら
刑
罰
志
は
誤
り
と
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
「
畿
内
民
」
或
い
は
「
畿
内
人
」
す
な
わ
ち
北
人
の
犯
行
に
劃
す
る
裁
剣
を
考
え
れ
ば
、
大
き
く
は
二
段
階
、
細
か
く

は
三
段
階
に
匿
分
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
第
一
段
階
は
「
富
市
者
擁
長
於
山
」
以
下
「
拷
訊
不
捻
四
十
九
」
ま
で
で
あ
り
、

第
二
段
階
は
「
論
刑
者
」
以
下
「
無
異
酔
怨
言
、
乃
絶
之
」
ま
で
で
あ
っ
て
、
第
二
段
階
は
さ
ら
に

「
論
刑
者
、

部
主
具
獄
、

一一山々
、

獄
成

皆
曇
」
ま
で
の
前
段
と
「
帝
親
臨
問
、
云
々
、

乃
絶
之
」

の
後
段
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

而
う
し
て
第
一
段
階
は
部
族
裁
剣
の
規

定
、
第
二
段
階
前
段
は
三
都
裁
剣
‘
同
じ
く
後
段
は
天
子
の
裁
剣
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
段
階
の
部
族
裁
剣
す
な
わ
ち
こ
こ
に

い
う
「
部
主
」
の
裁
剣
は
各
部
大
人
が
配
下
部
衆
の
犯
行
に
劃
し
て
執
行
す
る
裁
剣
で
あ
っ
て
、
こ
の
段
階
の
裁
剣
に
於
い
て
慮
罰
の
決
定
を

う
け
た
犯
人
は
、
富
者
な
ら
ば
山
に
入
っ
て
炭
を
焼
き
、
賞
者
は
聞
、
調
(
周
〉
に
入
っ
て
勢
役
を
提
供
し
、
叉
、
女
子
な
ら
ば
春
藁
の
厨
役
人

と
し
て
役
に
従
い
、
癌
疾
者
で
あ
っ
て
そ
の
疾
病
が
停
染
性
の
も
の
で
な
け
れ
ば
苑
園
を
守
り
、
有
位
者
は
そ
の
官
届
討
を
以
て
損
罪
と
し
得
る
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等
、
す
べ
て
罪
人
の
貧
富
・
男
女
の
別
・
官
倭
の
有
無
等
に
よ
っ
て
損
罪
の
方
法
を
示
し
て
い
て
、
顧
罪
の
た
め
の
傍
務
提
供
の
期
間
な
ど
一

定
の
規
則
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

一
見
し
て
い
え
る
こ
と
は
簡
単
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
人
の
習
俗
に
も

よ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
犯
罪
人
の
慮
罰
並
び
に
罰
に
劃
す
る
願
罪
が
各
部
族
内
に
於
い
て
部
主
の
裁
定
の
も
と
に
と
り
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
か
ら
に
由
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
部
主
を
中
核
と
し
た
部
族
裁
判
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
贋
範
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
知
り
得
る
。
こ
の
よ
う
に
部
族
内
に
は
康
範
な
部
族
裁
剣
の
執
行
が
許
容
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
無
制
限
で
は
な
い
。
犯
行
に
劃
す
る

一
定
の
慮
罰
の
規
定
、
庭
罰
に
劃
す
る
損
罪
規
定
の
大
綱
又
は
停
統
に
は
則
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
記
し
た
購
罪
の
諸
形
式

か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
部
族
裁
剣
規
定
の
大
綱
又
は
停
統
か
ら
逸
脱
し
た
犯
行
或
い
は
犯
行
の
性
質
が
著
る
し
く
重
大
で
あ
っ
て
諸
役
提



供
等
に
よ
っ
て
罪
を
噴
い
得
ぬ
よ
う
な
事
案
は
部
主
裁
判
の
域
を
越
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
が
第
二
段
階
の
裁
剣
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

い
う
「
論
刑
者
」
で
あ
る
。

，こ
の
場
合
に
は
部
主
す
な
わ
ち
部
族
長
は
犯
人
の
罪
肢
を
中
央
に
申
告
す
る
。
中
央
で
は
こ
れ
を
公
車
(
待
詔
官

邸
ち
侍
官
か
)
が
受
け
、
法
に
照
ら
し
て
問
責
の
捧
(
鞠
僻
)
と
し
て
こ
れ
を
三
都
に
提
出
す
る
。
三
都
は
協
議
の
う
え
剣
決
を
下
す
。
克
罪

と
断
定
さ
れ
た
も
の
以
外
は
三
都
の
剣
決
に
よ
っ
て
刑
の
執
行
を
み
る
誇
で
あ
る
が
、
三
都
に
よ
り
死
罪
の
剣
決
を
下
さ
れ
た
も
の
に
は
第
二

段
階
後
段
の
手
績
き
が
と
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
三
都
に
よ
り
下
さ
れ
た
死
罪
剣
決
の
原
案
を
天
子
に
上
呈
す
る
。
天
子
は
親
臨
し
て
犯
人
か
ら

事
情
を
聴
取
し
、
剣
決
原
案
に
照
し
て
異
僻
怨
言
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
虚
刑
す
る
と
い
う
し
く
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
死

罪
は
天
子
の
臨
聞
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
が
、

死
罪
以
外
及
び
死
罪
と
な
る
べ
き
も
の
の
剣
決
原
案
作
成
は
三
都
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
罪
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
北
人
裁
剣
に
於
け
る
三
都
の
擢
力
は
強
大
で
、
そ
の
剣
決
に
は
重
大
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
三

都
の
剣
決
に
劃
し
て
寸
以
死
不
可
復
生
」
と
か
「
曜
監
官
不
能
卒
」
等
の
注
意
事
項
特
記
を
促
し
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

但
L
、
以
上
の
三
都
裁
剣
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
部
族
内
の
部
主
(
部
族
長
〉
の
部
族
裁
剣
に
よ
っ
て
剣
決
し
得
な
い
案
件
、
す
な
わ
ち

「
論
刑
者
」
と
し
て
部
主
が
上
告
し
た
案
件
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
論
刑
者
」
以
前
の
段
階
に
於
け
る
犯
行
に
射
し
て
は
部

- 13一

族
裁
剣
が
康
範
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
も
第
二
段
階
前
段
に
於
け
る
最
移
剣
決
及
び
死
罪
の
宣
告
を
な
す
三
都
も

そ
の
出
自
は
北
人
貴
族
で
あ
る
宗
室
及
び
大
官
並
び
に
著
る
し
く
北
入
社
舎
に
通
暁
し
た
限
ら
れ
た
数
の
漢
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

北
人
裁
判
に
於
け
る
部
族
長
(
部
主
)
及
び
北
人
貴
族
の
謹
言
擢
は
非
常
に
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
納
得
せ
ら
れ
よ
う
。
北
人
裁
剣
に
於
け
る

こ
の
よ
う
な
し
く
み
は
太
和
十
六
年
に
高
祖
が
三
都
康
止
を
断
行
す
る
ま
で
持
績
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
三
都
存
績
中
に
於
け
る
北

族
部
人
に
射
す
る
各
部
族
長
(
部
主
)
の
支
配
は
、
拓
政
王
朝
へ
の
附
園
以
前
と
殆
ん
ど
襲
る
こ
と
な
く
績
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ

く
、
少
く
と
も
裁
判
円
に
閲
す
る
限
り
に
於
い
て
は
、
北
人
の
部
族
社
舎
は
高
租
の
太
和
年
閉
ま
で
は
維
持
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
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五

三
都
の
底
止
と
部
族
解
消

北
人
裁
判
に
関
す
る
三
都
裁
剣

・
部
族
裁
剣
の
解
明
に
よ
っ
て
、
三
都
裁
判
存
績
中
は
少
く
と
も
裁
判
に
闘
す
る
限
り
北
人
の
部
族
枇
禽
は

維
持
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
読
し
た
。
こ
れ
に
劃
し
三
都
裁
剣
の
腰
止
、
し
た
が

っ
て
部
族
裁
判
の
停
止
並
び
に
裁
判
に
於
け
る
部
族
解
消

の
措
置
を
構
じ
た
の
が
高
租
孝
文
帝
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
前
掲
の
親
書

4ι
列
傍
鳩
康
陵
王
の
僚
に

康
陵
王
羽
、
字
叔
献
、
太
和
九
年
封
、
加
侍
中
征
東
大
将
軍
、
魚
外
都
大
官
。
羽
少
而
聡
慧
、
有
断
獄
之
稿
。
後
罷
三
都
、
羽
第
大

理
、
加
衛
賂
軍
、
典
決
京
師
獄
訟
、
徴
有
盤
血
管
。
遷
特
進
向
書
左
僕
射
、
又
爵
太
子
太
保
録
尚
書
事
、
官
同
組
賂
南
討
、
遺
羽
持
節
安
撫
六

鎖
(
桝
)
。
領
廷
尉
卿
、
車
駕
既
設
(
酔
)
。
十
八
年
春
、
羽
表
僻
廷
尉
、
不
許
(
併
)
。
羽
先
星
廷
尉
五
局
司
直
、
高
祖
日
、
夫
刑
獄
之
難
、

貫
惟
自
古
必
也
、
断
訟
夫
子
所
稿
、
然
五
局
所
司
、
専
主
刑
獄
(
桝
)
。
高
租
又
謂
羽
田
(
酔
)
。
汝
始
震
廷
尉
、
及
初
作
向
書
。
内
外
臆
墓
(
両
)
。

と
あ
る
の
が
こ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
中
の
「
罷
三
都
」
が
こ
れ
に
嘗
る
。
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
太
和
九
年
以
後
、
太
和
十
八
年
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以
前
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
が
、
私
は
こ
の
間
の
太
和
十
六
年
四
月
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
太
和
十
八
年
九
月
に
達

成
せ
ら
れ
る
洛
陽
遁
都
に
備
え
て
、
高
祖
は
周
到
な
準
備
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
律
令
改
訂
が
賀
行
せ
ら
れ
て
い
る
。
律
令
改
訂
の

作
業
を
説
書
四
七
帝
紀
胡
高
祖
紀
下
に
よ

っ
て
検
す
れ
ば
、
太
和
十
五
年
五
月
己
亥
の
僚
に
「
議
改
律
令
、
於
東
明
観
折
疑
獄
」
と
あ
り
、
さ

ら
に
同
年
八
月
丁
巳
の
僚
に
も
「
議
律
令
事
、
何
省
雑
記
」
と
あ

っ
て
高
租
の
慎
重
さ
を
俸
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
成
っ
た
新
律
令
の
貫
施
に

つ
い
て
は
同
紀
太
和
十
六
年
四
月
丁
亥
朔
の
篠
に

班
新
律
令
、
大
赦
天
下
。

と
あ
る
こ
と
に
ま
っ
て
、
洛
陽
遷
都
に
備
え
て
の
新
律
令
頒
布
が
太
和
十
六
年
四
月
朔
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
三
都
の
康
止
は
新
律
令
頒
布
と
同
時
の
太
和
十
六
年
四
月
の
こ
と
と
し
て
誤
で
は
あ
る
ま
い
。

慶
陵
王
・
羽
俸
の
「
後
罷
三
都
、
羽
潟
大
理
」
に
於
け
る
「
後
罷
三
都
」
の
時
期
が
太
和
十
六
年
四
月
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
こ
と
は
以
上
の



推
定
で
剣
明
す
る
が
「
羽
潟
大
理
」
の
時
期
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
私
は
羽
が
大
理
と
な
っ
た
の
も
同
時
で
あ
ろ
う

t

と
考
え
る
。
と
い
う
の
は

新
律
令
頒
布
に
よ
っ
て
三
都
が
陵
止
せ
ら
れ
た
か
ら
、
羽
が
そ
れ
ま
で
帯
び
て
い
た
獄
官
と
し
て
の
外
都
大
官
も
こ
れ
を
含
む
三
都
の
腰
止
と

と
も
に
贋
止
せ
ら
れ
た
罪
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
羽
を
獄
訟
典
決
の
官
に
留
め
よ
う
と
す
れ
ば
新
律
令
内
に
存
在
す
る
職
名
に
輔
じ
さ
せ
る
よ

り
他
に
な
い
。
新
律
令
内
に
存
在
す
る
獄
訟
の
官
が
「
大
理
」
で
あ
っ
た
か
ら
高
祖
は
同
じ
獄
官
・
外
都
大
官
を
退
い
た
羽
を
「
大
理
」
に
任

じ
た
と
思
わ
れ
石
か
ら
で
あ
る
。
羽
が
新
律
令
に
よ
っ
て
任
ぜ
ら
れ
た
「
大
理
」
は
こ
の
新
律
令
内
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
獄
官
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
新
律
令
そ
の
も
の
が
前
述
の
よ
う
に
洛
陽
遷
都
に
備
え
て
頒
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
と
き
よ
り
以
前
獄
官

「
大
理
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
獄
官
「
大
理
」
の
職
分
は
、
羽
俸
の
「
羽
潟
大
理
、
云
々
、
典
決
京
師
獄
訟
、
徴
有
撃

血管
」
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
し
、
叉
前
述
の
親
書
省
一
博
元
卒
文
諸
帝
子
孫
・
司
徒
・
石
の
僚
の
不
一
俸
の
「
壬
雅
愛
本
風
、
不
達
新
式
、
云
々
、

四

高
祖
知
其
如
此
、
亦
不
逼
之
、
但
誘
示
大
理
、
令
其
不
生
同
臭
4

一
に
於
い
て
も
考
述
し
た
と
こ
ろ
で
、
遷
都
に
際
し
て
官
制
・
服
制
i

用
語
等

に
新
式
採
用
を
貫
施
し
よ
う
と
し
て
北
人
官
僚
内
に
諸
穫
の
摩
擦
が
生
ず
る
の
を
大
理
に
命
じ
て
調
整
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
、
遷
都
前
後
の
京
師
官
人
の
動
き
の
洞
察
と
そ
れ
に
射
す
る
鹿
置
に
主
力
を
傾
け
た
こ
と
か
ら
も
推
察
が
つ
く
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
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ら
「
大
理
」
の
新
設
は
「
三
都
蔵
止
」
と
と
も
に
太
和
十
六
年
四
月
の
新
律
令
頒
布
と
同
時
に
断
行
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
理
新
設

・
三
都
底
止
の
高
租
の
狙
い
が
抽
象
的
に
は
遷
都
へ
の
準
備
で
あ
る
と
は
い
え
、
裁
判
制
度
改
訂
の
上
か
ら
は
何
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
、
こ
れ
に
劃
す
る
答
え
は
部
族
裁
剣
の
中
央
機
関
で
あ
る
三
都
の
贋
止
が
雄
静
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
部
族
裁
剣
の
底
止
、
さ
ら
に
少
く
と
も
裁
剣
に
於
け
る
北
入
社
曾
の
部
族
制
解
消
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
都
巌
止
と
同
時
に

新
設
を
み
た
大
理
に
も
同
一
の
職
責
が
托
せ
ら
れ
て
い
た
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
理
の
新
設
が
三
都
鹿
止
と
同
一
目
的
か
ら
断
行
さ
れ

た
と
す
れ
ば
、
新
設
の
大
理
は
北
人
漢
人
の
別
な
く
同
一
準
則
に
よ
る
全
天
下
的
な
決
疑
獄
事
の
官
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
誇
で
あ
る
。
前
述
の

貌
書
倉
一
志
話
一
刑
罰
二
に

一
一
プ

神
亀
中
、
蘭
陵
公
主
尉
馬
都
尉
劉
輝
、
坐
興
河
陰
豚
民
張
知
蕎
妹
容
妃
・
陳
慶
和
妹
慧
猛
、
姦
凱
耽
惑
、
殴
主
傷
胎
(
酔
)
。
尚
書
三
公
郎
中
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建
設
日
(
酔
)
案
、
輝
無
叛
逆
之
罪
、
賞
同
反
人
劉
宣
明
之
格
(
酔
)
。
詔
日
、
輝
惇
法
者
之
罪
不
可
縦
、
厚
賞
懸
募
、
必
墓
一
檎
獲
(
酔
)
、

特
勅
門
下
、
結
獄
不
拘
恒
司
、
量
得
一
同
常
例
以
潟
、通
準
、
且
古
有
詔
獄
、
寧
復
一
聞
大
理
、
而
街
喜
治
本
、
納
言
所
属
、
弗
究
惇
理
之

浅
深
、
不
詳
損
化
之
多
少
、
遠
彼
義
途
。
有
存
執
憲
、
殊
森
任
寄
、
深
合
罪
責
、
昼
纂
可
克
郎
、
都
坐
衛
書
、
悉
奪
融
一
時
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
蘭
陵
公
主
殴
傷
事
件
と
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
粛
宗
の
紳
血
中

Q
g
J印
H
S、
懐
胎
中
の
蘭
陵
公
主
に
封
し
て
、
そ

の
尉
馬
都
尉
劉
輝
等
が
危
害
を
加
え
た
事
件
に
射
し
て
、
加
害
者
劉
輝
等
の
慮
罰
に
つ
い
て
の
議
論
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
に
於

い
て
尚
書
三
公
郎
中
の
職
に
あ
っ
た
崖
纂
が
逃
亡
中
の
劉
輝
は
反
人
で
も
な
い
の
に
逃
亡
反
人
懸
募
と
同
一
の
厚
賞
を
以
て
檎
獲
し
よ
う
と
す

る
の
は
理
に
叶
わ
ぬ
と
し
て
暗
に
、
北
族
の
出
で
あ
る
犯
人
劉
輝
を
庇
護
し
よ
う
と
す
る
意
見
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
粛
宗
は
特
に
門
下

に
放
し
て
「
結
獄
不
拘
恒
司
、
量
得
一
同
常
例
以
魚
遁
準
、
云
々
」
と
い
っ
て
尚
書
の
握
纂
を
問
責
し
て
菟
職
の
虚
置
を
と
っ
て
い
る
。
粛

宗
の
こ
の
勅
は
一
般
論
と
現
貧
論
の
二
段
に
区
別
で
き
、

一
般
論
は
さ
ら
に
原
則
論
と
そ
れ
の
歴
史
的
裏
付
の
二
項
に
匡
切
ら
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
勅
か
ら
嘗
時
の
裁
判
の
原
則
論
を
あ
げ
れ
ば
「
結
獄
不
拘
恒
司
、
量
得
一
同
常
例
以
矯
逼
準
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
裁
剣
に
恒

司
の
参
舎
が
な
か
っ
た
ら
、
北
人
漢
人
同
一
の
法
規
を
以
て
準
則
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
こ
と
は
前
に
考
越
し
た
よ
う
に
犯
人
・
劉
輝
等
は
北
人
で
あ
る
故
に
そ
の
裁
判
に
は
必
ず
北
人
裁
剣
官
の
臨
席
が
要
請
さ
れ
る
諜
で
あ
っ

て
、
北
人
裁
剣
官
の
干
興
が
あ
っ
て
始
め
て
北
人
漢
人
同
一
準
則
に
よ
る
裁
剣
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
勅
中
の
「
恒
司
」
は

具
値
的
に
は
三
都
の
系
譜
に
属
し
て
、
北
人
犯
人
専
管
の
獄
官
で
あ
る
尚
書
三
公
郎
中
屋
纂
そ
の
人
で
あ
っ
た
需
で
あ
る
。
事
質
、
前
に
握
纂

俸
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
嘗
時
か
れ
は
「
左
中
郎
将
領
尚
書
三
公
郎
中
」
と
い
う
職
に
あ
っ
た
か
ら
、
左
中
郎
賂
と
し
て
の
鮮
卑
(
北
人
)
禁

軍
の
純
で
あ
っ
て
同
時
に
尚
書
三
公
郎
中
と
い
う
北
人
専
管
の
獄
官
を
粂
領
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
・
次
に
北
人
裁
判
に
於
け
る
恒
司
千
興
の
原

則
に
劃
す
る
歴
史
的
裏
付
け
は
「
且
古
有
詔
獄
、
寧
復
一
瞬
大
理
」
と
い
う
一
句
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
漢
代
の
詔
獄
す
な
わ
ち
「
天
子
の
詔
を

奉
じ
て
罪
人
を
。
裁
判
す
る
機
関
」
設
置
の
例
を
ひ
い
て
北
人
裁
判
に
於
け
る
北
人
裁
剣
官
干
輿
の
原
則
を
側
面
か
ら
歴
史
的
に
立
謹
し
た
も
の

と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
古
へ
の
詔
獄
の
例
に
準
じ
て
、
北
人
裁
剣
に
闘
じ
て
は
大
理
の
一
獄
官
の
み
に
委
せ
ず
必
ず
北
人
裁
剣
官
を
臨
席
さ
せ
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る
、
と
い
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
こ
に
及
ぶ
と
吾
々
は
高
組
の
態
度
に
矛
盾
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
高
組
が
三
都
贋
止
を
断

行
し
た
狙
い
は
三
都
裁
判
及
び
部
族
裁
剣
の
停
止
、
ひ
い
て
は
そ
の
背
景
と
し
て
根
強
く
北
入
社
舎
に
持
績
せ
ら
れ
て
い
る
裁
判
に
於
け
る
部

族
制
の
解
消
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
而
か
も
三
都
を
慶
止
す
る
と
同
時
に
大
理
を
設
置
し
た
の
も
同
じ
趣
旨
か
ら
と
ら
れ
た
措
置
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
新
設
の
大
理
は
賞
は
北
人
漢
人
の
別
な
く
同
一
法
規
に
よ
る
準
則
に
よ
っ
て
卒
等
の
裁
剣
を
執
行
し
、
以
て
北

入
社
舎
に
残
存
す
る
部
族
裁
判

・
三
都
裁
剣
及
び
部
族
制
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
職
分
、
す
な
ち
三
都
底
止
の
線
に
沿
う
職
分
を
帯
ば
せ
て
い

た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
粛
宗
を
し
て
「
寧
復
一
時
大
理
」
と
い
わ
し
め
た
の
は
、
貫
は
高
租
の
三
都
贋
止
・
大
理
新
設
及
び
そ
の
こ
と
か
ら
生

れ
る
部
族
裁
剣
停
止
・

部
族
制
解
消
に
封
L
て
北
人
貴
族
の
聞
か
ら
強
い
反
劉
が
起
っ
た
結
果
、
高
祖
が
己
む
を
得
、
ず
妥
協
策
に
出
て
、
大
理

の
権
限
を
弱
め
る
と
同
時
に
北
人
裁
剣
に
闘
し
て
は
北
人
裁
剣
官
が
必
ず
干
興
す
る
と
い
う
形
式
を
ふ
む
こ
と
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
北
人
貴
族
の
三
都
底
止
・
大
理
設
置
に
劃
す
る
反
射
が
は
し
な
く
も
こ
の
と
き
の
粛
宗
の
勅
の
初
の
「
結
獄
不
拘
恒
司
、
量
得
一
同
常
例
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以
潟
、通
準
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
高
組
の
三
都
贋
止
・
大
理
設
置
に
よ
る
北
入
社
舎
の
部
族
解

消
の
方
策
は
不
徹
底
の
ま
ま
も
ち
こ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
誇
で
あ
る
。
粛
宗
教
の
第
二
段
の
現
寅
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
「
而
向
書
治

本
、
納
言
所
属
、
云
々
、
深
合
罪
責
、
雀
纂
可
兎
郎
、
都
坐
尚
書
、
悉
奪
緑
一
時
」
の
こ
の
勅
の
末
尾
に
嘗
る
部
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
は

「
而
尚
書
治
本
、
納
言
所
属
、
弗
究
惇
理
之
浅
深
、
不
詳
損
化
之
多
少
、
違
彼
義
途
、
有
存
執
憲
、
殊
話
任
寄
、
」
と
い
っ
て
、

於
け
る
北
人
裁
判
官
で
あ
る
向
書
、
す
な
わ
ち
向
書
三
公
郎
中
の
任
の
重
く
、
し
た
が
っ
て
調
査
機
関
も
充
分
整
っ
て
い
る
の
に
(
こ
の
貼
後

述
)
そ
の
職
に
あ
る
雀
纂
が
上
述
の
よ
う
な
護
言
を
行
う
の
は
、
北
人
裁
判
に
於
け
る
北
人
裁
判
官
臨
席
の
原
則
に
惇
る
も
の
と
し
て
大
い
に

詰
責
し
た
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
向
書
三
公
郎
中
雀
纂
は
菟
職
の
昆
罰
を
命
ぜ
ら
れ
た
誇
で
あ
る
。
教
中
の
「
而
尚
書
治
本
」
は
明
ら
か
に
屋

纂
面
責
の
呼
び
か
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
尚
書
」
は
と
き
の
崖
纂
の
帯
び
る
獄
官
と
し
て
の
官
職
で
あ
る
尚
書
三
公
郎
中
の
中
の

「
向
書
」
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
峯
纂
の
獄
官
と
し
て
の
職
歴
は
、
世
宗
・
永
卒
三
(
印
呂
)
年
六
月
時
黙
に
於
い
て
大
理

正
、
粛
宗
照
卒
中

G
5
1
2
e
に
あ
っ
て
は
廷
尉
正
、
而
し
て
本
記
事
の
紳
亀
中

G
5
1
2
8
に
於
け
る
時
黙
で
は
向
書
三
公
郎
中
で
あ
っ

北
人
裁
判
に

313 



314 

て
、
か
れ
の
退
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
向
喜
三
公
郎
中
は
粛
宗
の
勅
か
ら
も
剣
明
す
る
よ
う
に
、
直
司
す
な
わ
ち
三
都
の
権
を
代
行
す
る
北
人
裁
創
刊

専
官
の
獄
官
で
あ
る
。
粛
宗
が
恒
司
と
呼
ん
だ
備
蓄
三
公
郎
中
と
い
う
特
殊
任
務
を
帯
び
た
獄
官
の
設
置
も
三
都
慶
止
と
同
時
(
太
和
十
六

年
)
か
、
で
な
け
れ
ば
遅
く
と
も
太
和
十
九
年
以
前
に
は
寅
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
前
述
・
庚
陵
王
・
羽
停
中
に
「
高

組
又
調
羽
田
(
町
、
汝
始
矯
廷
尉
及
初
作
望
書
」
と
あ
る
記
事
で
高
租
が
羽
に
謂
っ
た
時
期
が
諸
事
情
か
ら
勘
案
し
て
大
和
十
九
年
の
こ
と
と

考
え
ら
れ
る
(
前
述
〉
の
に
、
こ
の
記
事
中
の
「
初
作
品
問
書
」
は
、
羽
停
中
の
「
篤
外
都
大
官
、
云
々
、
後
罷
三
都
、
羽
信
用
大
理
」
と
い
う
太

和
十
六
年
四
月
の
三
都
底
止
・
大
理
設
置
後
に
羽
が
大
理
正
か
ら
轄
じ
た
獄
官
と
し
て
の
「
尚
書
」
を
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
に
、
従
来

に
例
を
み
な
い
「
初
め
て
設
け
ら
れ
た
尚
喜
」
で
あ
る
と
の
意
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
尚
書
は
三
都
底
止
後
こ
れ
の
代
行
官
と
し
て
新
設
さ
れ
た

獄
官
で
あ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
正
し
く
備
蓄
三
公
邸
中
で
あ
っ
た
誇
で
あ
る
。
高
組
に
よ
る
太
和
十
九
年
以
前
に
於
け
る
「
初
作
備
蓄
」
が
北

人
裁
剣
専
管
の
向
誓
三
公
郎
中
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
太
和
十
六
年
四
月
の
三
都
腰
止
後
間
も
な
い
太
和
十
九
年
以
前
に
新
設
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
一
事
か
ら
し
て
も
、
北
人
貴
族
間
に
あ
っ
て
三
都
陵
止
に
抵
抗
し
、
慶
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
て
も
北
人
裁
判
に
漢
人
と
は
異
な
る

特
殊
事
情
を
要
求
す
る
力
が
根
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
北
人
貴
族
聞
の
こ
の
強
力
な
特
殊
事
情
の
要
請
は
、
高
祖

を
し
て
大
理
の
権
を
弱
め
さ
せ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
と
同
じ
原
因
か
ら
裂
し
た
、
北
人
貴
族
の
要
求
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
か
れ
ら
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の
中
に
根
強
く
出
来
喰
っ
て
い
る
部
族
制
の
俸
統
へ
の
執
着
の
強
靭
さ
が
理
解
せ
ら
れ
よ
う
。

高
租
が
羽
に
呼
び
か
け
て
い
っ
た
「
汝
始
鶏
廷
尉
及
初
作
尚
書
」
に
於
け
る
「
汝
始
魚
廷
尉
」
の
「
廷
尉
」
も
初
作
尚
書
新
設
・
三
都
底
止

と
い
う
新
事
態
に
謝
し
て
は
、
ま
た
襲
質
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
羽
の
初
任
を
み
た
廷
尉
は
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
「
廷

尉
五
局
司
直
」
を
配
下
に
も
ち
、
配
下
の
「
玉
局
司
直
」
に
よ
っ
て
北
人
関
係
の
事
項
を
掌
握
し
た
上
、
決
獄
に
臨
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
故

に
、
三
都
存
在
中
三
都
が
北
人
専
管
の
獄
官
で
廷
尉
が
三
都
管
掌
以
外
の
決
獄
を
司
管
し
て
い
た
時
代
と
は
異
り
、
新
生
の
廷
尉
卿
は
三
都
系

の
向
書
三
公
郎
中
や
大
理
正
の
上
に
あ
っ
て
、
そ
の
塑
方
に
干
輿
し
得
る
擢
限
を
も
っ
獄
官
に
新
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
慶
陵
王
・
羽
俸

に
「
領
廷
尉
卿
」
と
み
え
、
羽
柄
、
が
太
和
十
七
年
以
前
と
思
わ
れ
る
時
期
に
粂
領
し
た
廷
尉
卿
は
こ
の
よ
う
に
し
て
新
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の



以
上
、
高
祖
の
三
都
贋
止
の
狙
い
と
そ
の
経
過
に
つ
い
て
考
読
を
加
え
て
き
た
が
、
三
都
は
事
貫
太
和
十
六
年
四
月
頒
布
の
新
律
令
に
よ
っ

て
底
止
さ
れ
、
同
時
に
新
設
を
み
た
大
理
に
よ
っ
て
北
人
漢
人
同
一
の
裁
剣
を
質
施
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
北
人
貴
族
の
強
い
抵
抗
に
遭
っ

て
北
人
裁
判
の
特
殊
性
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
や
が
て
三
都
の
系
統
を
ひ
く
恒
司
す
な
わ
ち
尚
書
三
公
郎
中
と
い
う
北
人
専
管
の

獄
官
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
高
祖
が
企
て
た
大
理
と
い
う
北
人
漢
人
同
一
裁
判
官
に
よ
る
卒
等
な
裁
判
は
不
成
立
に
了

り
、
そ
れ
だ
け
大
理
の
樺
を
縮
少
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
高
租
の
裁
剣
制
度
改
訂
の
狙
い
は
充
分
に
は
達
成
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の

い
き
さ
つ
と
の
関
連
に
於
い
て
三
都
底
止
後
の
廷
尉
は
従
前
の
非
北
人
を
専
管
す
る
獄
官
か
ら
北
人
漢
人
隻
方
、
大
理
・
尚
書
三
公
邸
中
南
系

統
獄
官
の
護
言
に
干
輿
し
得
る
権
限
を
も
っ
廷
尉
(
卿
〉
と
し
て
新
生
し
た
。
高
組
の
三
都
腰
止
に
ま
つ
わ
る
以
上
の
過
程
は
結
局
、
高
租
が

三
都
腰
止
に
よ
っ
て
達
成
せ
ん
と
し
た
企
て
を
挫
折
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
高
租
の
こ
の
企
て
を
不
成
功
に
了
ら
せ
た
力
は
北
人
貴
族

の
閉
め
部
族
裁
剣
及
び
そ
の
系
列
か
ら
護
し
た
三
都
裁
剣
へ
の
根
強
い
執
着
か
ら
生
れ
た
抵
抗
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
市
し
て
裁
判
制
度
改

訂
に
劃
す
る
北
人
貴
族
の
強
力
な
反
抗
の
背
景
に
は
拓
政
王
朝
下
の
北
族
部
人
の
祉
禽
に
ぬ
き
難
い
部
族
制
の
遺
制
の
存
在
を
思
わ
せ
る
。
少

く
と
も
裁
剣
に
閲
す
る
限
り
に
於
レ
て
は
雛
室
主
一
一
一
志
雄
一
宮
氏
九
に

登
園
初
、
太
租
散
諸
部
落
、
始
同
震
編
民
。

と
停
え
て
い
る
記
事
、
或
い
は
親
書
一
訣
列
博
外
戚
噌
抗
賀
一
前
の

前
従
太
租
卒
中
原
、
拝
安
建
将
軍
、
其
後
離
散
諸
部
、
分
土
定
居
、
不
聴
遷
徒
。
其
君
長
大
人
皆
同
編
戸
。
割
以
元
自
男
甚
見
辱
重
、
然
無

統
領
。

い
う
史
俸
、
さ
ら
に
親
書
径
一
列
停
第
九
高
車
の
中
に

O
三

一

太
租
時
、
分
散
諸
部
、
唯
高
車
以
類
銭
績
不
任
使
役
、
故
得
別
溝
部
落
。

、

高
車
以
外
の
部
族
は
太
租
の
と
き
分
散
し
た
と
い
う
記
事
等
か
ら
、

で
あ
ろ
う
。

315 

と
あ

っ
て、
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従
来
の
先
皐
の
よ
う
に
北
貌
は
登
園
初

Q
g
)
或
い
は
太
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租
の
中
原
卒
定
後

(ω
ミ
)
に
北
人
の
部
族
解
散
を
行
っ
て
、
漢
人
と
全
く
同
様
の
編
戸
、
と
な
し
た
と
す
る
解
揮
に
は
同
調
し
か
ね
る
。

来
の
三
都
の
考
読
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
に
関
し
て
は
、
北
入
社
舎
の
部
族
制
は
そ
の
部
主
を
中
核
し
と
て
脈
々
と
保
持
せ
ら
れ
、
太
和
十
六

年
、
高
祖
の
三
都
底
止
の
措
置
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
部
族
裁
判
梯
拭
の
方
策
も
、
完
全
に
は
そ
の
目
的
を
達
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
上
越
の

上
述

如
く
で
あ
る
。

....... /， 
局

高
租
の
三
都
底
止
後
に
登
場
す
る
廷
尉
卿
配
下
の
官
司
の
一
つ
に
廷
尉
五
局
司
直
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
。
五
局
司
直
に
つ
い
て

は
廷
尉
五
局
司
直
と
い
う
名
稀
か
ら
も
、
前
述
の
贋
陵
王
・
羽
俸
に
「
然
五
局
所
司
、
専
主
刑
獄
」
と
み
え
る
こ
と
等
か
ら
も
刑
獄
官
で
あ
る
と

解
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
貌
書
碍
七
帝
紀
時
高
租
紀
下
太
和
十
有
一
年
九
月
庚
成
の
詔
に

去
夏
以
歳
早
民
飢
、
須
遣
就
食
、
奮
籍
雑
鋭
、
難
可
分
筒
、
故
依
局
割
民
、
関
戸
造
籍
、
欲
令
去
留
得
賞
、
賑
貸
卒
均
、
然
廼
者
以
来
猶

有
餓
死
(
酔
)
、
可
重
遺
精
検
、
勿
金
書
摘
。

と
あ
っ
て
、
太
和
十
一
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(
お
由
〉
年
の
畿
内
歳
皐
に
劃
し
、
畿
内
民
の
出
闘
就
食
を
同
年
七
月
に
許
し
た
際
、
残
留
者
と
出
去
者
を
分
筒
す
る
た

め
、
局
に
依
っ
て
民
を
割
か
し
め
、
戸
を
閲
し
て
籍
を
遁
ら
せ
た
が
、
遺
漏
多
く
、
た
め
に
餓
死
者
、が
多
く
出
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
局

は
「
民
を
ふ
り
わ
け
、
戸
を
閲
し
て
籍
を
造
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
太
和
十
六
年
三
都
慶
止
直
後
の
高
祖
と
贋
陵
王
・
羽
と
の
問
答

中
に
出
て
く
る
「
廷
尉
五
局
司
直
」
と
は
同
一
性
質
の
官
司
で
あ
る
と
は
断
じ
難
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
の
「
局
」
と

は
一
睡
何
な
の
か
、
そ
の
質
睦
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
都
の
解
明
に
資
す
こ
と
と
し
よ
う
。

親
書
巻
一
志
第
一
官
氏
九
太
和
十
五
年
十
二
月
の
僚
に
、

一
三
ー
ス

又
、
置
侍
官
一
百
二
十
人
、
改
立
諸
局
、
監
羽
林
・
虎
貰
。

と
あ
り
、
記
事
中
の
侍
官
に
つ
い
て
は
、
同
書
同
志
天
賜
四
年
五
月
の
僚
に



増
置
侍
官
、
侍
直
左
右
、
出
内
詔
命
。
取
入
園
良
家
・
代
郡
・
上
谷
・
贋
寧
・
馬
門
四
郡
民
中
年
長
有
器
墓
者
、
充
之
。

と
あ
っ
て
、
太
租
の
天
賜
回
公
ミ
)
年
に
至
っ
て
増
置
さ
れ
た
と
い
う
侍
官
は
、
帝
の
側
近
に
あ
っ
て
そ
の
詔
命
を
俸
達
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
出
自
は
八
園
良
家
・
代
・
上
谷
・
贋
寧
・
腐
門
四
郡
中
の
年
長
器
墓
の
者
を
と
っ
て
こ
れ
に
た
充
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
八
園

は
拓
政
王
朝
に
間
服
し
た
北
族
部
人
の
住
園
で
あ
り
、
代
以
下
の
四
郡
は
建
園
以
前
か
ら
拓
政
王
家
の
股
肱
の
臣
と
し
て
服
属
し
て
い
た
北
貌

王
朝
の
根
基
を
形
成
し
た
鮮
卑
人
の
住
地
で
あ
る
。
そ
の
地
域
か
ら
良
家
出
身
者
・
年
長
器
望
者
を
と
っ
て
こ
れ
に
充
て
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
侍
官
は
北
親
王
朝
下
の
北
人
中
か
ら
精
選
せ
ら
れ
た
腹
心
で
あ
っ
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
自
か
ら
成
る
侍
官
一
百
二

@
 

十
人
を
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
高
租
は
「
改
め
て
諸
局
を
立
て
」
諸
局
を
し
て
羽
林
・
虎
責
と
い
う
有
力
北
人
の
子
弟
か
ら
成
る
禁
軍
を
監
せ

い
ま
、
官
氏
志
の
「
太
和
中
、
高
祖
詔
群
寮
、
議
定
百
官
、
著
於
令
」
な
る
も
の
の
中
か
ら
諸
局
構
成
の
官
人
を

摘
記
す
れ
ば
五
局
司
直
(
従
第
四
品
中
〉
・
諸
局
校
尉
(
従
第
四
品
中
〉
・
諸
局
監
(
第
六
日
間
下
〉
・
諸
局
中
校
尉
(
従
第
六
日
間
下
)
・
諸
局
督
事

(
従
第
七
品
下
〉
・
諸
局
通
事
(
第
八
品
中
)
・
諸
局
省
事
(
従
第
八
品
上
〉
・
諸
局
諸
令
史
(
従
第
八
品
下
〉
・
諸
局
書
吏
(
第
九
品
下
〉

と
な
っ
て
い
て
従
四
品
中
の
五
局
司
直
・
諸
局
校
尉
を
筆
頭
に
第
九
品
下
の
諸
局
書
吏
を
含
ん
で
い
て
相
等
数
の
官
人
を
擁
し
て
い
た
官
司
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
太
和
十
四
年
九
月
文
明
太
后
の
死
去
に
よ
っ
て
や
っ
と
親
政
の
と
き
を
迎
え
た
高
祖
が
太
和
十
五
年
十
二
月
の

こ
の
時
期
に
侍
官
百
二
十
人
を
置
き
、
改
め
て
諸
局
を
立
て
た
こ
と
に
は
深
い
遠
謀
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ

れ
は
、
前
述
の
太
和
十
五
年
五
月
の
「
議
改
律
令
」
、
同
年
八
月
の
「
議
律
令
事
」
及
び
同
十
六
年
四
月
の
「
班
新
律
令
」
或
い
は
同
年
二
月
の

し
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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「
幸
北
部
諸
曹
、
歴
観
諸
省
」
等
と
同
根
か
ら
渡
し
た
異
校
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
洛
陽
遷
都
及
び
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
施
策
に
備

え
て
の
慎
重
な
配
慮
か
ら
設
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
に
置
か
れ
た
百
二
十
人
の
侍
官
を
以
て
設
け
ら
れ
た
諸
局
が
、
幾
箇
の
局

か
ら
成
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
設
置
嘗
時
は
所
属
分
携
等
が
流
動
的
で
あ
っ
て
固
定
し
か
ね
た
と
こ
ろ
か
ら
諸
局
と
い
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
設
置
嘗
時
流
動
的
で
あ
っ
た
改
立
の
諸
局
が
太
和
十
六
年
四
月
頒
布
の
新
律
令
に
あ
っ
て
は
、
内
都
大
官
管
轄
匡
域
の
代
都
専
管
の
た

め
に
一
局
、
外
都
大
官
管
轄
区
域
の
北
部
・
西
部
・
南
部
大
、人
管
下
を
専
管
す
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
局
宛
で
都
合
三
局
、
中
都
大
官
管

3'17 
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轄
匪
域
の
京
畿
内
の
代
・
上
谷
等
四
郡
を
専
管
す
る
も
の
一
局
の
計
五
局
に
分
立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
五
局
司
直
以
外
の
諸

局
校
尉
以
下
諸
局
書
吏
に
至
る
諸
局
の
官
人
が
三
都
の
管
轄
区
分
に
鷹
じ
て
そ
の
職
任
を
分
掌
す
る
こ
と
は
局
の
職
分
上
、
分
立
す
る
こ
と
に

却
っ
て
不
都
合
を
生
ず
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
三
都
の
配
下
に
あ
っ
て
刑
獄
を
専
管
す
る
司
直
以
外
の
官
人
の
所
属
は
諸
局
の
ま

ま
で
通
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
温
に
よ
っ
て
太
和
十
五
年
十
二
月
に
諸
局
が
改
立
せ
ら
れ
、
同
十
六
年
四
月
に
五
局
司
直
が
設
置
せ
ら
れ

た
事
情
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
に
共
通
の
「
局
」
そ
の
も
の
は
高
組
の
創
設
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、

以
前
に
は
「
局
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
「
局
」
は
侍
官
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
、
侍
官
は
帝

の
左
右
に
侍
直
し
て
詔
命
に
出
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
侍
官
の
設
置
が
高
租
に
初
ま
っ
た
も
の
で
な
く
、
代
々
の
天
子
が
こ
れ
を
必
要
な
も
の

と
し
た
と
す
れ
ば
、
従
前
か
ら
「
局
」
に
相
等
す
る
、
侍
官
の
執
務
官
司
は
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
前
記
の
太
租
天
賜
四
年

の
記
事
が
す
で
に
「
侍
官
を
増
置
す
」
で
あ
り
、
事
責
侍
官
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
官
民
志
・
天
輿
元
年
十
二
月
の
記
事
に
は

置
八
部
大
夫
・
散
騎
常
侍
・
侍
詔
、
管
官
(
酔
)
、
常
侍
待
詔
、
侍
直
左
右
、
出
入
王
命
。

と
あ
っ
て
、
天
輿
元

Q
S〉
年
す
で
に
帝
の
左
右
に
侍
直
し
て
王
命
に
出
入
す
る
こ
と
を
職
分
と
す
る
官
人
・
待
詔
を
設
置
し
て
い

i

る
。
待
詔

は
侍
官
と
は
い
っ
て
お
ら
ぬ
け
れ
ど
も
そ
の
職
掌
か
ら
み
る
と
侍
官
の
前
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
北
人
貴
族
出
身
の
年
長
・
器

望
者
を
腹
心
と
な
し
て
帝
の
左
右
に
侍
ら
せ
、
そ
の
耳
目
・
手
足
と
な
し
て
北
人
諸
部
族
の
動
向
を
把
む
こ
と
は
、
そ
の
統
治
上
必
要
依
く
べ

か
ら
ざ
る
肝
要
事
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
役
目
を
負
う
侍
官
の
侍
直
の
場
所
で
あ
り
執
務
の
場
所
が
「
局
」
と
呼
ば
れ
た

「
局
」
を
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
れ
ば
、
親
書
民
四
帝
紀
上
太
延
元
年
十
有
二
月
甲
申
の
僚
の
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

詔
臼
(
酔
)
、
今
更
不
然
、
何
以
空
間
、
越
職
侵
局
、
有
素
綱
紀
。

に
於
け
る
「
越
職
」
が
州
郡
長
官
の
職
任
で
あ
る
「
侯
職
」
の
越
権
専
断
で
あ
る
の
に
封
し
て
「
侵
局
」
が
部
人
管
理
官
の
侍
官
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
王
命
の
侵
犯
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
節
冒
頭
の
太
和
十
一
年
九
月
詔
中
の
「
局
に
依
り
民
を
割
き
、
戸
を
閲
し
て
籍

を
造
ら
し
む
」
に
於
け
る
「
局
に
依
り
」
も
、
皐
飢
と
い
う
緊
急
事
態
に
臨
ん
で
、
奮
籍
雑
飢
の
畿
内
に
於
い
て
出
関
就
食
者
ふ
り
わ
け
に
、



そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
寅
肢
に
通
暁
し
て
い
る
侍
官
圏
を
そ
の
出
身
地
に
涯
遣
し
て
そ
の
掌
に
嘗
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
推
察
-

に
誤
り
な
け
れ
ば
、
侍
官
の
侍
直
・
執
務
の
場
所
と
し
て
の
「
局
」
は
太
租
が
天
輿
元

Qa〉
年
十
二
月
に
「
王
命
に
出
入
す
る
」
も
の
と
し

て
設
置
し
た
「
待
詔
」
或
い
は
天
賜
回
公
ミ
)
年
五
月
に
増
置
し
た
「
侍
官
」
存
在
嘗
時
か
ら
寅
質
的
に
ば
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

但
し
嘗
時
の
「
待
詔
」
「
侍
官
」
な
ど
の
侍
直
・
執
務
の
場
所
を
「
局
」
と
呼
ん
で
い
た
か
否
か
は
断
定
の
限
り
で
は
な
い
。
遅
く
と
も
世
組

の
太
延
元
公
銘
)
年
嘗
時
に
は
こ
れ
を
耳
周
」
と
い
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
前
記
の
太
和
十
五
年
十
二
月
の
諸
局

設
置
の
場
合
に
も
「
改
め
て
諸
局
を
立
つ
L

と
い
っ
て
、
こ
の
と
き
置
い
た
侍
官
一
百
二
十
人
を
配
分
し
て
、
従
来
か
ら
の
「
局
」
の
組
織
作

り
を
行
っ
た
こ
と
を
俸
え
た
も

r

の
と
思
わ
れ
る
。

「
局
」
に
閲
す
る
以
上
の
よ
う
な
推
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
そ
の
職
分
は
自
ら
分
現
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
局
」
の
構
成
員
で
あ
る
侍
官
は

八
園
(
後
に
は
三
部
)
と
代
以
下
回
郡
か
ら
選
ん
だ
良
家
の
子
・
年
長
器
墓
者
で
あ
っ
て
、
出
身
地
の
部
入
社
舎
に
は
通
暁
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
帝
の
左
右
に
侍
直
せ
し
め
て
帝
の
命
令
を
部
人
に
俸
達
し
、
逆
に
北
族
部
人
の
動
静
を
さ
ぐ
っ
て
は
こ
れ
を
帝
に
申
報
せ
し
め

る
と
い
う
、
北
族
部
人
支
配
に
於
け
る
帝
の
耳
目
の
任
を
帯
び
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
高
祖
太
和
十
一
年
に
は
「
局
に
依
っ
て
民

を
割
き
、
戸
を
閲
し
て
籍
を
造
る
」
と
い
う
形
で
表
わ
れ
、
世
組
太
延
元
年
'に
は
部
族
責
任
者
に
劃
す
る
侍
官
に
よ
る
命
令
俸
達
と
い
う
形
で

表
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
「
局
を
侵
す
」
と
い
う
謹
責
の
語
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
太
和
十
五

年
十
二
月
に
改
立
せ
ら
れ
た
諸
局
が
羽
林
・
虎
責
を
監
督
す
る
任
を
負
っ
た
の
も
、
侍
官
が
本
貫
地
を
等
し
く
す
る
部
族
上
層
部
出
身
の
羽
林

・
虎
貫
の
筒
貼
・
監
督
に
は
最
適
の
官
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
て
も
本
来
の
侍
官
の
職
掌
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
，

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
前
に
考
読
し
た
よ
う
に
三
都
底
止
・
大
理
設
置
は
太
和
十
六
年
四
月
の
新
律
令
頒
布
と
期
を
等
し
く
し
た
も
の
と
思
わ
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れ
る
が
、
そ
の
直
後
、
新
設
の
大
理
は
廷
尉
傘
下
の
一
官
司
に
墜
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
北
人
裁
判
に
於
け
る
部
族
裁
剣
擢
並
び
に
そ
の
延
長

線
上
の
三
都
の
権
は
尚
書
三
公
郎
中
な
ど
に
留
保
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
但
し
、
こ
れ
は
北
人
裁
剣
に
於
け
る
部
族
裁
剣
擢
留
保
の
頂
上

(
長
官
〉
の
系
譜
を
辿
っ
た
も
の
で
、
三
都
慶
止
以
後
、
洛
陽
遷
都
後
の
或
る
期
間
に

E
り
、
こ
れ
ら
長
官
の
配
下
に
あ
っ
て
そ
の
寅
務
を
措

319 
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嘗
し
た
も
の
は
「
廷
尉
五
局
司
直
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
闘
し
、
前
述
の
贋
陵
王
俸
か
ら
閲
連
記
事
を
摘
記
す
れ
ば

(
大
和
)
十
八
年
春
、
羽
表
僻
廷
尉
、
不
一
許
。
羽
奏
、
外
考
令
文
、
毎
歳
移
、
州
銀
列
牧
守
治
朕
(
酔
)
。
去
十
五
年
中
、
在
京
百
寮
謹
己

鰹
考
、
魚
三
等
、
此
年
使
是
三
載
、
難
外
有
成
令
、
而
内
令
禾
班
(
桝
)
。
後
、
高
一
組
臨
朝
堂
議
政
事
、
謂
羽
田
、
遷
都
洛
陽
、
事
格
天
地
、

但
汝
之
迷
徒
、
未
開
沈
郭
耳
(
柵
)
。
今
便
北
巡
、
遷
留
之
事
、
嘗
穣
朕
懐
(
酔
)
。
羽
先
呈
廷
尉
五
局
司
直
、
高
祖
日
、
夫
刑
獄
之
難
、
質

惟
自
古
必
也
。
断
訟
夫
子
所
稿
、
然
五
局
所
司
、
専
主
刑
獄
、
比
聞
諸
風
聴
、
多
論
五
局
不
精
(
併
)
。
高
祖
謂
羽
及
少
卿
郵
遮
目
、
五
局

司
直
、
卿
等
以
何
震
品
、
羽
封
目
、
諸
司
直
並
簡
聖
心
(
酔
)
。
高
粗
目
、
豊
田
置
此
官
、
許
三
年
考
績
、
必
行
賞
罰
、
既
経
今
考
、
若
無
賠

勝
、
恐
正
直
者
莫
肯
用
心
、
邪
曲
者
無
以
改
粛
(
酔
)
。
今
鮪
汝
録
尚
書
・
廷
尉
、
但
居
特
進
太
保
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
太
和
十
八
年
春
、
羽
が
嘗
時
帯
び
て
い
た
廷
尉
の
辞
表
を
呈
し
て
高
祖
に
返
却
さ
れ
た
こ
と
に
初
ま
り
、
爾
後
の
高

組
と
羽
と
の
時
々
の
問
答
を
惇
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
舎
話
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
遡
る
事
柄
も
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
末
尾
の

「
今
、
汝
の
録
向
書
事
、
廷
尉
を
賭
け
云
々
」
と
い
う
高
租
の
語
は
太
和
十
九
年
の
時
黙
に
於
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
黙
に
於
い

て
高
租
が
「
朕
、
土
日
此
の
官
を
置
く
と
き
、
三
年
の
考
績
に
て
必
ず
賞
罰
を
行
う
を
許
す
。
既
に
今
考
を
程
、
若
し
賭
捗
無
け
れ
ば
云
々
」
と

い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
「
此
官
」
す
な
わ
ち
五
局
司
直
は
太
和
十
九
年
よ
り
三
年
以
前
の
太
和
十
六
年
に
設
置
さ
れ
た
と
み
る
べ

き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
三
都
底
止
の
年
と
一
致
す
る
。
高
租
は
三
都
贋
止
・
大
理
設
置
と
同
時
に
大
理
の
権
限
強
化
に
よ
っ
て
鮮
漢

-24-

一
同
の
裁
剣
組
織
に
改
組
し
よ
う
と
し
た
が
こ
の
計
重
は
狙
い
逼
り
に
ゆ
か
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
し
か
し
、
三
都
贋
止
の
断
行
を
な

し
た
時
黙
に
於
け
る
高
祖
の
真
意
は
、
諸
局
を
構
成
し
て
い
る
北
人
出
身
の
侍
官
(
諸
局
は
太
和
十
五
年
十
二
月
に
改
立
)
の
中
か
ら
選
抜
し

て
五
局
司
直
に
任
じ
、
大
理
(
設
置
直
後
に
廷
尉
に
吸
牧
)
の
配
下
に
あ
っ
て
、
表
面
上
、
北
人
貴
族
に
よ
る
北
人
裁
剣
の
執
行
と
い
う
三
都

裁
判
の
俸
統
を
襲
お
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
諸
局
に
配
さ
れ
て
い
る
侍
官
の
中
か
ら
直
接
に
五
局
司
直
の
選
抜
を
行
う
も
の
は
、
そ
の

直
上
の
官
廷
尉
卿
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
固
め
ら
れ
た
北
族
系
腹
心
の
廷
尉
並
び
に
そ
の
配
下
の
五
局
司
直
に
よ
っ
て
、
表
向
き
に
は
三

都
底
止
に
劃
す
る
北
人
の
不
満
を
和
ら
げ
、
賓
質
上
で
は
北
人
部
族
に
本
貫
を
も
っ
侍
官
出
身
者
の
玉
局
司
直
を
使
属
し
て
、
廷
尉
本
来
の
職



分
で
あ
る
決
疑
獄
事
の
仕
事
の
強
化
を
圃
る
と
と
も
に
、
よ
り
重
要
な
施
策
へ
の
準
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
よ
り
重
要
な
施
策

へ
の
準
備
と
は
、
高
租
の
宿
願
で
あ
る
洛
陽
遷
都
と
遷
都
民
ま
つ
わ
る
諸
方
策
の
準
備
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
前
宇
に
「
後
高
祖
朝
堂
に
臨
み

て
政
事
を
議
し
、
羽
に
謂
い
て
回
く
、
洛
陽
に
遷
都
す
る
は
事

い
ま
だ
沈
郭
を
聞
か
ざ
る
の
み
、
云
々
、

ム
寸
便
ち
北
巡
し
、
蓮
留
の
こ
と
嘗
に
朕
が
懐
い
に
稽
う
ベ
し
」
と
あ
る
の
は
こ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
北
人
良
家
出
身
の
年
長
・
器
草

者
中
か
ら
更
に
精
選
し
た
王
局
司
直
を
配
下
に
も
つ
廷
尉
卿
・
羽
に
北
巡
を
命
じ
、
や
が
て
断
行
せ
ら
れ
る
遷
都
に
際
し
て
の
残
留
者
と
同
伴

天
地
に
格
る
。
但
、
汝
之
迷
徒
、

者
の
ふ
り
わ
け
を
諌
め
行
わ
せ
て
い
る
。
北
人
部
族
内
に
於
け
る
「
重
留
之
事
」
は
現
地
出
身
の
侍
官
・
五
周
司
直
の
助
力
を
侯
つ
こ
と
な
し

に
は
達
成
さ
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
叉
、
冒
頭
記
事
で
は
「
羽
奏
す
、
外
考
の
令
文
に
て
は
、
毎
歳
の
彩
、
州
鎖
牧
守
の
治
献
を

列
ね
、
再
考
に
至
る
に
及
び
、
其
の
品
弟
に
随
い
、
以
て
賠
捗
を
彰
す
。
去
る
十
五
年
、
在
京
百
寮
牽
く
考
を
経
、
云
々
、
臣
劃
ち
外
考
に
推

準
し
、
以
て
京
官
の
治
行
を
定
む
」
と
い
っ
て
、
裁
剣
官
の
最
高
職
に
あ
る
廷
尉
卿
・
羽
は
、
内
外
官
人
の
治
績
功
課
に
よ
っ
て
そ
の
股
最
を
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定
め
、
外
官
は
二
年
毎
、
京
官
は
三
年
毎
に
そ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
市
か
も
、
内
外
官
人
の
治
行
剣
定
に
よ
る
股

最
評
定
に
於
い
て
も
、
鮮
卑
貴
族
の
多
く
進
出
す
る
京
官
の
治
行
剣
定
の
標
準
と
な
る
べ
き
内
令
は
未
だ
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ

は
外
考
に
準
じ
て
評
定
し
た
と
い
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
も
北
族
部
人
に
於
け
る
部
族
貴
人
の
博
統
の
強
い
残
影
を
露
呈
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
重
要
な
政
務
を
帯
び
た
廷
尉
・
五
局
司
直
(
及
び
諸
局
)
も
、
太
和
十
八
年
九
月
己
丑
に
高
租
宿
願
の
洛
陽
遷
都
が
達
成
さ

れ
る
と
、
漸
次
そ
の
権
限
の
縮
少
或
い
は
官
司
そ
の
も
の
の
慶
止
の
措
置
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
の
'ょ
う
で
あ
る
。
貌
書
出
世
七
帝
己
第
高

下

車

七

組
紀
下
太
和
十
九
年
五
月
甲
申
の
僚
に

滅
閑
官
帳
、
以
棒
軍
園
之
用
。

と
あ
る
の
は
、
遷
都
後
一
段
落
し
た
こ
の
段
階
で
遷
都
に
備
え
て
設
置
し
て
い
た
官
人
官
臆
の
縮
少
削
減
を
抽
象
的
に
示
し
た
も
の
で
、
太
和

十
九
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
贋
陵
王
俸
の
羽
の
録
向
書
事
・
廷
尉
の
南
粂
官
罷
克
、
向
書
令
陸
叡
・
左
僕
射
元
賛
・
守
尚
書
尉
羽
等
の
高
官
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の
粂
官
罷
菟
・
官
緑
一
周
の
奪
俸
等
は
こ
れ
を
百
六睦
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
北
人
裁
剣
並
び
に
遷
都
時
の
北
人
去
留
の
ふ
り
分
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け
の
助
力
者
と
し
て
の
諸
局
・
廷
尉
五
局
司
直
も
縮
少
或
い
は
削
減
せ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
親
書
倉
一
志
第
一
官
民

一

三

，

九

九

F

太
和
中
、
高
粗
詔
群
寮
、
議
定
百
官
、
著
於
令
。

が
、
太
和
十
八
年
九
月
の
洛
陽
遷
都
以
前
の
高
祖
治
世
中
の
職
官
表
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
五
局
司
直
・
諸
局
校
尉
(
従
第

四
品
中
)
以
下
、
第
九
回
開
下
・
諸
局
書
吏
に
至
る
九
種
類
に
及
ぶ
諸
局
並
び
に
五
局
官
職
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
同
書
同
志
官
氏
九
の

(
太
和
〉
二
十
三
年
、
高
温
復
次
職
令
、
及
帝
崩
、
世
宗
初
班
行
之
、
以
震
永
制
。

は
、
明
ら
か
に
洛
陽
遁
都
後
の
太
和
二
十
三
年
に
改
訂
せ
ら
れ
て
い
た
職
令
を
世
宗
が
班
行
し
た
も
の
で
あ
る
と
停
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

「
局
」
に
閲
す
る
官
職
名
は
「
諸
局
都
尉
(
従
第
九
品
)
」
の
一
官
が
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
賓
か
ら
も
高
租
の
洛
陽
遷
都

の
狙
い
の
一
つ
が
北
族
部
人
の
北
人
へ
の
特
殊
裁
剣
権
並
び
に
一
般
園
政
へ
の
北
人
の
特
殊
権
限
の
削
減
、
延
い
て
は
そ
の
部
族
解
消
へ
の
施

策
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
そ
し
て
高
祖
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
侍
官
百
二
十
人
設
置
に
よ
り
諸
局
改
立
(
太
和
十
五
年
十

二
月
刊
廷
尉
五
局
司
直
設
置
(
太
和
十
六
年
可
三
都
底
止
・
大
理
設
置
(
太
和
十
六
年
四
月
〉
及
び
従
前
の
そ
れ
と
権
限
を
異
に
す
る
廷
尉
の
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任
命
(
太
和
十
六
年
〉
の
諸
施
策
を
北
人
貴
族
の
抵
抗
の
中
に
お
し
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
部
族
解
消
を
目
的
の
一
と
し
て
断
行
し
た

洛
陽
遷
都
が
成
っ
た
太
和
十
九
年
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
施
策
は
一
躍
完
了
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
上
過
諸
機
闘
の
縮
少
削
減
と

な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。む

す

び

北
観
は
建
園
以
来
、
北
族
部
人
の
裁
判
に
は
遊
牧
民
族
特
有
の
部
族
裁
剣
の
制
を
う
け
つ
い
で
い
た
。
こ
の
部
族
裁
剣
の
系
譜
を
ひ
く
も
の

が
中
央
に
あ
っ
て
は
外
都
大
官
・
中
都
大
官
・
内
都
大
官
に
よ
る
三
都
裁
判
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
高
組
の
太
和
十
五
・
六
年
に
於
け
る
裁

剣
制
度
改
訂
ま
で
の
北
族
系
部
人
の
裁
剣
は
、
そ
の
所
属
部
族
内
に
於
け
る
部
主
の
裁
剣
と
、
部
族
裁
剣
に
よ
っ
て
決
し
か
ね
る
場
合
の
北
族

貴
族
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
三
都
裁
判
と
、
三
都
裁
剣
に
於
け
る
死
罪
決
定
者
の
天
子
に
よ
る
審
問
裁
決
と
い
う
し
く
み
で
あ
っ
た
。



裁
剣
制
度
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
し
く
み
は
勾
奴
以
来
の
北
方
遊
牧
民
族
の
停
統
を
踏
襲
し
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

a

て
裁
判
に
於
け

る
以
上
の
よ
う
な
し
く
み
は
嘗
時
の
遊
牧
民
族
の
祉
禽
組
織
で
あ
る
部
族
制
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ιす
れ
ば
太
組
が
登
園
初
及
び

中
原
卒
定
後
に
部
落
を
散
じ
て
編
戸
と
な
し
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
太
租
の
部
落
解
散
に
射
す
る
従
来
の
解
韓
に
劃
し
て
は
、
さ
ら
に
深
い
検

討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
少
く
と
も
裁
判
に
閲
す
る
限
り
部
族
制
は
そ
の
後
も
永
く
保
持
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の

は
皐
的
に
三
都
裁
剣
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
高
租
孝
文
帝
は
太
和
十
八
年
の
洛
陽
遷
都
に
備
え
て
、
太
和
十
五
年
以
降
、
侍
官
に
よ
る
諸
局
の

改
立
・
三
都
慶
止
・
洛
陽
遷
都
時
の
部
人
去
留
の
ふ
り
分
け
等
の
任
を
帯
び
た
廷
尉
卿
の
任
命
等
に
よ
っ
て
、
北
人
の
不
満
を
緩
和
し
つ
つ
従

前
の
部
族
裁
剣
に
一
腰
、
形
式
上
で
は
終
止
符
を
う
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
も
三
都
の
系
譜
を
ひ
く
恒
司
に
強
い
裂
言
擢
を
容
認
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
。

(
一
九
七

O
年
八
月
稿
〉
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註①
内
田
吟
風
著
「
旬
奴
史
研
究
」
参
照
。

②
内
田
吟
風
著
「
旬
奴
史
研
究
」
参
照
。

③
通
奥
谷
一
六
四
刑
二
、
刑
制
中
、
後
貌
の
僚
の
胃
頭
に
も
略
々
同
文
見

ゅ。
①
通
典
③
の
係
、
後
数
建
園
二
年
の
記
事
も
略
々
同
文
。

i

①
遁
典
③
の
傑
に
は
本
文
の
「
私
則
」
は
「
私
物
」
と
あ
る
。

⑥
幾
室
田
瑞
帝
紀

五
高
宗
紀
・
和
卒
四
年
十
有
二
月
壬
寅
の
詔
に
は

「今

制
、
皇
族
師
侍
王
公
侯
伯
及
土
民
之
家
、
不
得
奥
百
工
伎
巧
卑
姓
矯
婚
、

犯
者
加
罪
」
と
あ
り
、
ま
た
資
治
遇
鑑
詳
宋
紀
伊
順
帝
昇
明
一
一
(
北
貌

太
和
二
)
年
五
月
の
僚
に
は
「
貌
禁
皇
族
貴
戚
及
土
民
之
家
、
不
顧
氏

族
、
下
奥
非
類
昏
偶
、
犯
者
以
遠
制
論
」
と
も
あ
る
。

①
警
百
字
紀
二
昭
成
皇
帝
建
園
元
年
-
一
手
の
僚
に
み
ゆ
。

③
通
奥
③
の
僚
で
は
、
太
組
時
代
の
記
事
は
貌
書
刑
罰
志
の
そ
れ
と
大
同

小
異
な
る
も
、
太
宗
時
代
の
記
事
を
紋
く
。

①
貌
書
官
民
士
山
、
天
賜
四
年
五
月
の
僚
の
記
事
に
よ
れ
ば
四
郡
と
は
代
・

上
谷
・

腐
門

・賢
寧
の
四
郡
。

⑬
貌
書
酷
世
一
組
紀
上
型
地
四
年
十
月
戊
寅
の
僚
に

「
詔
司
徒
雀
他国
、
改
定

律
令
、
行
幸
漠
南
」
と
あ
る
。

⑪
通
典
①
の
燦
に
は
本
文
の
「
畿
内
民
」
は
「
畿
内
人
L

と
あ
る
。

⑫
通
典
①
の
僚
に
は
本
文
の

「
九
歳
」
は
「
九
十
」
と
あ
る
。

⑬
部
主
の
賓
脇
田
に
つ
い
て
は
、
貌
書
路
七
帝
紀
比
一
高
租
紀

・
太
和
元
年
八

月
丙
子
詔
の
一
節
に
「
自
今
戸
内
有
工
役
者
、
唯
止
本
部
丞
己
下
、
云

々
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
室
田
問
答
太
和
十
有
一
年
九
月
庚
氏
詔
の
一
節
に

「猶
有
餓
死
、
街
路
無
人
牧
識
、
良
由
本
部
不
明
、
貧
籍
未
賞
」
と
あ
っ

て
、
前
者
は
「
本
部
丞
」
巳
下
(
上
?
〉
に
は
工
役
を
養
う
こ
と
を
許

- 27ー
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し
、
後
者
は
「
本
部
」
の
不
明
に
し
て
貫
籍
不
寅
の
故
に
部
人
を
餓
死
に

至
ら
し
め
た
と
停
え
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
本
部
L

は
部
人
の
統
稽
所

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
奮
部
人
の
首
長
に
省
る
も
の
及
び
こ
れ
を
助
け
る
も

の
す
な
わ
ち
「
本
部
丞
己
下
」
が
い
て
、
侍
統
に
則
し
た
部
人
統
制
を
な

す
と
と
も
に
、
他
方
、
中
央
及
び
部
大
夫
(
部
大
人
)
の
命
を
部
人
に
停

え
る
任
を
も
果
た
し
て
い
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
官
氏
志
天
輿
元
年
十
二

月
の
僚
の
「
置
八
部
大
夫
・
散
騎
室
内
・
待
詔
、
管
官
(
酔
)
待
詔
、
侍
直

左
右
、
出
入
王
命
」
に
於
け
る
、
八
部
大
夫
及
び
待
詔
の
管
轄
の
釘
象
、

す
な
わ
ち
「
管
官
」
の
「
官
」
は
こ
の
「
本
部
」
の
首
長
以
下
の
部
落
責

任
者
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
文
の
「
部
主
」
と
は
こ
れ
ら
の
例

に
い
う
「
本
部
」
の
首
長
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
「
部
主
」

を
「
部
族
長
L

と
解
し
て
誤
り
で
は
あ
る
ま
い

⑬
通
車
ハ
③
の
僚
で
は
本
文
の
「
部
案
」
は
「
定
案
」
と
あ
る
。

⑬
通
奥
③
の
篠
で
は
本
文
の
・
「
以
死
、
云
々
、
皆
呈
」
を
飲
く
。

⑬
遁
典
①
m
u
僚
で
は
本
文
の
「
乃
紹
之
」
は
「
乃
刑
之
」
と
あ
る
。

@
遇
典
③
の
僚
で
は
本
文
の
「
諸
州
園
之
大
野
」
は
「
諸
州
囚
之
大
田
叶
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
本
文
の
「
諸
州
園
」
を
捨
て
て
通
典
の
「
諸
州

囚
」
に
従
う
理
由
は
、
本
稿
に
論
述
し
た
よ
う
に
「
園
」
は
北
入
居
住
地

域
と
一
般
に
解
せ
ら
れ
る
か
ら
「
園
」
に
従
い
難
い
こ
と
の
他
に
、
貌
書

倉
一
九
よ
列
侍
第
七
上
景
穆
十
二
王
済
陰
王
の
係
に
、
油
開
陰
王
・
小
新
成

の
子
・
麗
の
停
を
記
し
て
、

世
宗
嘉
其
功
、
詔
有
司
不
礎
迫
仏
側
、
奔
薙
州
刺
史
。
震
政
殿
酷
、
吏
人

患
之
。
其
妻
健
氏
誕
一
男
。
麗
途
出
州
獄
図
、
死
及
徒
流
、
案
未
申
聖

者
一
時
放
兎
。

と
あ
っ
て
、
薙
州
刺
史
で
あ
っ
た
麗
が
男
児
誕
生
の
慶
事
に
嘗
り
、
州
の

獄
図
を
出
し
、
死
及
び
徒
役
・
流
罪
等
の
重
罪
人
で
も
肇
す
な
わ
ち
中
央

に
報
告
し
て
い
な
い
も
の
は
放
兎
し
た
と
い
っ
て
お
り
、
又
、
同
書
列
停

民
九
鰍
文
六
王
遡
郡
王
の
僚
に
も
越
郡
王
・
幹
の
俸
を
記
し
て

遷
洛
改
封
越
郡
玉
、
除
都
督
業
定
滅
三
州
諸
軍
事
・
征
東
六
将
軍
・
実

州
刺
史
(
桝
)
。
官
同
組
詔
以
李
運
局
長
史
(
併
)
、
以
匡
弼
之
。
濡
等
諌
器
材
、

幹
殊
不
納
。
州
表
、
斬
盗
馬
人
。
於
律
過
重
、
而
向
書
以
幹
初
臨
、
縦
而

不
劾
。

と
い
っ
て
い
て
、
越
郡
王
・
幹
が
糞
州
刺
史
に
あ
っ
た
と
き
馬
を
盗
ん
だ

者
を
斬
罪
に
慮
し
た
こ
と
を
、
実
州
か
ら
中
央
に
報
告
し
た
が
、
向
書
は

律
に
照
せ
ば
過
重
な
罰
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
幹
が
刺
史
と
し
て
初

経
験
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
螺
劾
し
な
か
っ
た
と
停
え
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
例
か
ら
す
れ
ば
、
犯
罪
者
魔
分
に
劃
す
る
州
の
庭
置
は
、
律
に
照
し
て

そ
の
虎
罰
が
杖
以
下
の
も
の
(
流
・
徒
に
至
ら
な
い
も
の
)
は
州
の
裁
断

に
よ
っ
て
罰
す
る
が
、
死
・
徒
・
流
等
の
重
罪
人
は
中
央
(
蔓
)
に
申
報

し
て
そ
の
指
示
を
仰
ぐ
規
定
で
あ
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
越
郡
王
・
幹

が
盗
馬
の
人
を
斬
っ
て
後
、
実
州
か
ら
中
央
に
申
報
し
た
の
に
向
書
は
律

に
照
し
て
過
重
と
認
め
つ
つ
も
不
問
に
付
し
た
が
、
賞
は
大
酔
す
な
わ
ち

死
罪
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
起
さ
ぬ
よ
う
、
本
文
の
世
租
の
規
定

で
は
「
諮
州
囚
之
大
野
、
皆
先
識
報
、
乃
施
行
、
闘
左
云
々
」
と
い
っ

て
、
諸
州
の
死
刑
囚
は
死
刑
執
行
前
に
申
報
し
て
後
、
指
示
を
仰
い
だ
上

こ
れ
を
庭
置
せ
よ
と
い
う
と
共
に
他
方
で
は
罪
人
の
不
満
に
つ
い
て
は
そ

の
上
告
を
許
す
こ
と
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
諸
州

か
ら
の
重
罪
人
の
申
報
の
受
理
並
び
に
諸
州
の
犯
人
に
謝
す
る
慮
置
に
つ

い
て
の
指
示
の
諮
問
定
等
の
職
分
が
本
来
の
廷
尉
の
職
掌
で
あ
っ
た
の
で
あ

。。
η
，“
 



ろ
う
。
以
上
の
理
由
か
ら
も
刑
罰
志
の
，
「
諸
州
国
L

は
遁
典
の
「
諸
州

囚
」
に
改
む
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
尤
も
上
記
二
例
は
遜
洛
後
の
も

の
で
太
和
十
六
年
以
前
の
三
都
存
置
時
代
の
も
の
で
は
な
い
が
、
州
の
裁

判
に
つ
い
て
は
三
都
の
慶
止
前
後
に
つ
い
て
奏
草
は
な
か
っ
た
も
の
と
み

て
よ
い
。

⑬
遁
典
①
の
篠
で
は
本
文
の
闘
左
、
一
云
々
、
其
表
」
を
依
く
。

⑬
従
来
多
く
の
諸
先
撃
は
、
官
民
志
の
記
事
叉
は
質
調
停
の
記
事
に
よ
っ

て
、
太
組
の
中
原
卒
定
前
後
の
時
期
を
以
て
部
族
解
散
期
と
し
、
こ
の
太

組
の
部
族
解
散
措
置
に
よ
り
北
人
が
漢
人
編
戸
と
同
様
の
扶
態
と
な
っ

た
も
の
と
し
て
立
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
貌
書

鳩
一
列
縛
醐
霊
山
七
主
・
清
河
主
の

太
組
驚
起
、
求
弓
力
不
獲
。
奪
事
山
閥
(
酔
)
。
於
是
朝
野
兇
兇
、
人
懐
異

志
。
肥
如
侯
賀
護
、
翠
蜂
於
安
陽
城
北
。
故
賀
側
部
人
、
皆
往
赴
之
。

其
徐
警
部
、
亦
率
子
弟
、
招
集
族
人
、
往
往
相
袈

と
あ
る
こ
と
、
或
い
は
貌
害
当
四
列
停
謙
一
一
高
安
田
幽
に

高
安
国
代
人
也
、
組
呉
、
世
篤
曾
帥
、
恒
率
部
民
、
従
世
租
征
伐
、
以

功
除
卒
西
将
軍
・
敦
拍
居
公
・
縛
康
騎
大
将
軍
・
儀
同
三
司

と
あ
る
こ
と
等
か
ら
考
え
て
太
租
の
部
族
解
散
措
置
後
も
替
部
人
聞
に
は

何
等
か
の
紐
憎
が
存
し
た
も
の
と
思
う
。

⑧
潰
口
重
園
氏
「
正
光
四
・
五
年
の
交
に
於
け
る
後
軸
舗
の
兵
制
に
就
い

て
」
(
秦
漢
惰
唐
史
の
研
究
・
上
)
参
照
。
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〔
附
記
〕
本
稿
に
引
用
し
た
資
料
の
う
ち
、
融
調
書
刑
罰
志
の
記
事
の
解
震
に

劃
し
て
、
一
部
晴
子
訂
を
行
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
上
編
の
記
述
と

相
違
す
る
箇
所
が
若
干
生
じ
た
が
、
ご
寛
恕
を
願
い
た
い
。
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